
　政府は１２月２４日、一般会計総額が９２兆４１１６億円と
過去最大となる２０１１年度予算案を閣議決定した。主
要な歳出項目が０９年度と比べ軒並みマイナスの中、
社会保障費は高齢化の影響で過去最大の２８兆７０７９億
円（前年度比５.３％増）となった。社会保障費が大部
分を占める厚生労働省の予算案も過去最大の２８兆

９６３８億円を計上している。
　政府が１２月１４日に閣議決定した社会保障改革の基
本方針を受け、厚労省は２７日、具体的な制度改革案
を検討する「厚生労働省社会保障検討本部」を設置
し初会合を開いた。１１年半ばに社会保障改革案の全
体像を取りまとめるとの政府方針を踏まえ、１１年４
月を目途に各チームで一定の取りまとめを行い政府
に報告する予定だ。
　厚労省は１２月２４日、１１年の次期通常国会に提出す
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今月の主な動き

協

会

だ

よ

り

※太字は一般参加の行事、詳細は後掲６０～６１ページ
※「ルームＡ、Ｂ、Ｃ」、「応接室」及び「アミス」は京都府保険医協会事務所内の会議室の名称です。

渡
辺
治
の
政
治
学
入
門

場　　所開始時間行　　　事

新・都ホテル午後４時医療安全シンポジウム
「医事紛争と医師賠償責任保険」３月１２日土

ルームＡ～Ｃ午後３時第６３９回社会保険研究会

今
後
の
予
定

場　　所開始時間行　　　事
午後２時各部会１日火

下京西部医師会事務所午後２時３０分下京西部医師会との懇談会３日木
ルームＡ午後２時保険審査通信検討委員会・保険部会４日金

福知山市中央保健福祉センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懇談会：午後４時
綾部・福知山医師会との懇談会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懇親会：午後６時

５日土

ルームＡ午後２時定例理事会８日火
ルームＣ午後２時医院・住宅新（改）築相談室９日水
ルームＡ～Ｃ午後２時３０分第６３８回社会保険研究会１０日木
ルームＢ・Ｃ午後２時白色確定申告書作成会１４日月
京都エミナース（銀閣の間）午後２時３０分西京医師会との懇談会１５日火
山科医師会診療センター午後２時山科医師会との懇談会

１７日木
応接室午後２時法律相談室
未定午後２時ファイナンシャル相談室
未定午後２時雇用管理相談室
ルームＡ～Ｃ午後２時白色確定申告説明会
ルームＡ午後２時環境対策委員会１８日金

ホテルフジタ奈良
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懇談会：午後４時
相楽医師会との懇談会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懇親会：午後６時

１９日土

ハートピア京都大会議室午後２時講演会「医学・医療に関わる倫理について考える」２０日日
ルームＡ午後２時定例理事会２２日火
アミス午後２時経営相談室

２３日水
ルームＡ午後２時金融共済委員会
応接室午後２時３０分ＩＣＴ検討委員会２４日木

吉翠苑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懇談会：午後３時１０分
与謝・北丹医師会との懇談会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懇親会：午後４時３０分

２６日土

京都府庁・旧本館午後２時３０分京響サロンコンサート２７日日

2
月
の
保
険
医
協
会
の
行
事
予
定



る介護保険制度の改正案について「介護保険法等の
一部を改正する法律案（仮称）」のポイントを発表。
「地域包括ケアシステム」の実現を主眼とした「医療
と介護の連携強化」や「認知症対策」など６つのポ
イントを挙げている。

社会保障費、過去最大２８兆７０７９億円／１１年度
政府予算案
　政府は１２月２４日、一般会計総額が９２兆４１１６億円と
過去最大となる２０１１年度予算案を閣議決定した。主
要な歳出項目が０９年度と比べ軒並みマイナスの中、
社会保障費は高齢化の影響で過去最大の２８兆７０７９億
円（前年度比５.３％増）となった。社会保障費が大部
分を占める厚生労働省の予算案も過去最大の２８兆
９６３８億円を計上した。
　０９年度、初めて国の新規国債発行額が税収を上回
る事態となったため、政府は歳出抑制のため新規国
債発行額を１０年度と同額の４４兆円に抑え、地方交付
税と一般歳出を合わせた「歳出の大枠」も１０年度と
同じ７１兆円以下にする目標を立てた。このため１１年
度予算案では国債発行額も歳出の大枠もほぼ同額に
抑えることができた。ただ、子ども手当の給付拡充
などマニフェスト項目の実施や社会保障費の自然増
約１兆２０００億円などで歳出が膨らんだ結果、２年連
続で国の新規国債発行額が税収を上回った。
　予算編成の終盤では、年金の国庫負担を２分の１
にするため、１０年も税外収入のいわゆる埋蔵金に頼
った。埋蔵金は０９年度より３兆４１３６億円減って７兆
１８６６億円。
　１０年は各省庁の予算を１割削減した財源を使い、
成長分野などに重点配分する「元気な日本復活特別
枠」を設けた。特別枠は当初１兆３０００億円を計上す
る予定だったが、最終的に２兆１０００億円を計上する
ことになった。防衛省の在日米軍の駐留経費負担な
ど、義務的経費を特別枠で要望する省庁が現れ、政

府は特別枠を大胆に削ることができなかった。
●Ｃ判定ライフイノベーションが４４％減
　特別枠は各省庁からの１８９の要望事業を政府の評
価会議がＡからＤに評価した上で予算配分した。省
庁全体では、Ａ判定の事業は要望額の９９％、Ｂは
８８％、Ｃは７７％、Ｄは６％が認められた。厚労省分
ではＡが８７％、Ｂが８０％、Ｃが４２％と、Ｃの落ち込
みが大きかった。厚労省大臣官房会計課によると、
厚労省の要望事業で最も額が大きかった「ライフイ
ノベーション」（Ｃ判定）が２３２億円から１３１億円と約
４４％も削られたことが影響しているという。
　厚労省は予算の１割削減で８３７億円を特別枠の財
源として提供し、特別枠の事業費として計上できた
のが５１０億円だった。政府に提供した額の６１％を回収
できたことになる。（１２/２７MEDIFAXより）

同時改定へ「医療・介護チーム」／厚労省が
社会保障検討本部
　政府が１２月１４日に閣議決定した社会保障改革の基
本方針を受け、厚生労働省は２７日、具体的な制度改
革案を検討する「厚生労働省社会保障検討本部」を
設置し初会合を開いた。「医療・介護チーム」「医療
イノベーションサブチーム」など、８項目について
検討を進める下部組織を設置。２０１１年半ばに社会保
障改革案の全体像を取りまとめるとの政府方針を踏
まえ、１１年４月を目途に各チームで一定の取りまと
めを行い政府に報告する予定だ。
　「医療・介護チーム」では、同時改定の基本となる
方針を厚労省として策定し、両分野でのサービス提
供体制の見直しなどの改革案を作成する。具体的に
は▽医療・介護施設の機能分化の推進と地域での連
携体制構築▽急性期医療の強化、重点化と急性期か
ら慢性期への円滑な移行▽在宅医療・介護の充実と
プライマリケアの明確化―などを政策課題に位置付
け、改革内容や手法などを具体化する。
　社会保障国民会議の試算を基礎に、修正を加えて
医療・介護の費用も推計する。
　本部は政務三役会議の下に設置し、細川律夫厚生
労働相が本部長を務める。「医療・介護チーム」につ
いては、外口崇保険局長が主査を、唐澤剛大臣官房
審議官（医療保険、医政、医療・介護連携担当）が
副主査を務める。このほか▽番号チーム▽年金チー
ム▽子ども・子育て支援チーム▽貧困・格差チーム
―などを設置した。（１２/２８MEDIFAXより）
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日本発の医薬品・医療機器を／医療イノベー
ション推進室が発足
　政府は１月７日、内閣官房に医療イノベーション
推進室を発足させた。室長に就いた中村祐輔・東京
大医科学研究所ヒトゲノム解析センター長は、医療
分野の国際的な遅れは国の経済基盤を揺るがしかね
ないとの危機感を示し「日本発の医薬品、医療機器
の開発に向けて取り組んでいきたい」と語った。
　中村室長はこの日、菅直人首相から内閣参与に任
命された。室長代理には、ノーベル化学賞受賞者の
田中耕一・島津製作所フェローと、岡野光夫・東京
女子医科大先端生命科学研究所長が就いた。官庁の
部署のトップに大学や民間の研究者が顔をそろえる
のは異例だ。次長以下のポストには、産官学から人
材が集められた。
　推進室は、政府の「医療イノベーション会議」（議
長＝仙谷由人官房長官）を支える役割を担う。医療
政策に関わる厚生労働、文部科学、経済産業の３省
の縦割りをなくし、医療イノベーションに向けた産
官学一体のオールジャパン体制の構築を目指す。各
省の研究開発費の一体的運用や、将来のゲノム医療
を見通したデータベース整備などにも取り組んでい
く構えだ。
　政府はこの日、医療イノベーション会議のオブザ
ーバーとして、矢崎義雄・国立病院機構理事長、嘉
山孝正・国立がん研究センター理事長、近藤達也・
医薬品医療機器総合機構理事長、長谷川閑史・日本
製薬工業協会長ら１２人を選んだと発表した。
（１/１１MEDIFAXより）

厚労省、介護保険でＤＢ構築へ／１１年度に着手
　より効果的な介護保険サービスの提供体制整備を
目指し、厚生労働省は２０１１年度から、介護保険サー
ビス利用者に関する情報を集約するデータベースの
構築に乗り出す。１１年度はシステムの設計を開始し、
数年以内の完成を目指すとしている。
　被保険者の要介護認定情報と、介護保険のレセプ

ト情報などを集約し、身体の状態やサービスの利用
状況などを時系列的に追うことのできるシステムと
する考えだ。厚労省老健局老人保健課の宇都宮啓課
長は「データベースが完成すれば、それを基にさま
ざまな分析ができるようになり、将来的にはどのよ
うなサービスを利用するとどのような効果があるの
か分析が可能になるのではないか」としている。１１
年度予算案では約４０００万円を計上した。
　厚労省は現在、認定支援ネットワークで被保険者
の要介護認定情報を収集しているが、介護保険サー
ビスの内容に関する定量的な情報は入力されていな
いため、心身の状態と介護保険サービスの利用状況
などについて関連性の分析が困難となっている。
（１/７MEDIFAXより）

医療法人の法人税３％引き下げ／税制改正大
綱が閣議決定
　政府は１２月１６日、医療機関に対する事業税の非課
税措置を２０１１年度も存続させることなどを盛り込ん
だ「１１年度税制改正大綱」を閣議決定した。法人実
効税率を５％引き下げることに伴い、医療法人の法
人税率も一律３％引き下げることが決まった。厚生
労働省が要望していた２年連続のたばこ税の増税は
見送った。
　地方税の事業税については▽医療機関（個人・医
療法人）が社会保険診療報酬で得た所得に都道府県
が課税する事業税の非課税措置▽社会保険診療報酬
を除いた医療法人の所得（自由診療や病院の売店で
の収益など）にかかる事業税の税率を軽減する措置
―の２つ。日本医師会は非課税の存続を要望し、全
国知事会は廃止を求めていた。
　所管する厚生労働省と総務省が０９年、折衝したが
折り合わず、１０年も両省が話し合ったが妥協点は見
つからなかった。このため大綱では２つの措置は存
続とした上で、２年連続で「１１年１年間真摯に議論
し結論を得る」との表現となり、１１年度に再び話し
合うことになった。
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【１２月】◆東京都・性描写規制条例成立（１５日）◆国連安保理・イラク制裁を解除（１５日）◆福岡高裁の諫早判決が確定（２１日）◆菅内
閣・不支持率が６７.０％と最高【共同通信】（２５・２６日）◆ローマ法王・宗教規制の中国批判（２５日）◆２０１０年の死刑判決は１４人（３０日）
【２０１１年１月】◆交通事故死が１０年連続で減少（１日）◆２０１０年の自殺者、１３年連続で３万人超（７日）◆ハイチ・コレラ感染全土に拡大
（８日）◆米・乱射で６人死亡、議員が重傷（８日）◆イラン・旅客機墜落、死傷者１００人以上（９日）◆ＮＡＳＡ・地球型の太陽系外惑星
を発見（１０日）◆経済同友会・消費税１７％を提言（１１日）◆日本郵便・１２年度新卒採用を見送り（１１日）◆韓国・口蹄疫処分１４０万頭超に
（１１日）

（２０１０年１２月１２日～２０１１年１月１１日） 



　国税の法人税率の引き下げはデフレ脱却と雇用促
進のために実施する。医療法人の法人税率も一律
３％の引き下げが決まり、適用は１１年４月１日から
となる。
　たばこ税は健康の観点から将来的な税率の引き上
げは認めつつも、１１年度の増税は見送った。１０年１０
月から１本当たり３.５円の税率引き上げを行ってお
り、大綱では「たばこの消費や税収など十分に見極
めた上で判断する」とした。
　また、医療機器の特別償却制度は、対象機器の範
囲を狭めることなどを条件に適用期限を２年延長し
た。
　消費税については、社会保障制度の抜本改革の検
討などと併せて具体的内容について政府税制調査会
で早急に検討を行っていくとした。
　社会保障・税の共通番号は政府が１１年の秋以降に
法案を提出する方針だ。大綱では「この方針に即し
早期の制度導入に向け、実務検討会を中心に速やか
に検討を進める」とした。
　厚労省が要望していた▽療養病床の転換にかかる
特別償却制度（法人税）の延長▽社会保険診療報酬
にかかる消費税の在り方の検討（消費税）▽医療法
人の理事長が亡くなった場合にも地域医療が継続で
きるよう相続税の特例措置（相続税・贈与税）を創
設すること―などは認められなかった。
（１２/１７MEDIFAXより）

１１年度税制改正、医療法人は４.５％下げ／特
定・社会は３％下げ
　政府が２０１１年度に法人実効税率を５％引き下げる
方針を決めたことで、医療法人にも法人税の税率引
き下げが行われる。政府が閣議決定した「１１年度税
制改正大綱」によると、医療法人は一部を除いて
４.５％の引き下げ、特定医療法人と社会医療法人はそ
れぞれ３％の引き下げとなる。
　厚労省によると、医療法人（本来業務・付帯業務）
の法人税率は３０％から２５.５％に下がる。資本金が１
億円以下や持ち分のない医療法人で所得が年８００万
円以下だった場合は１８％から１５％に下がる。
　特定医療法人（本来業務・付帯業務）と社会医療
法人（付帯業務・収益業務）は２２％から１９％に下が
る。この場合も年８００万円以下の所得では１８％から
１５％に下がる。
　１１年４月１日以後に開始する事業年度から適用と
なる。（１２/２７MEDIFAXより）

ＨＴＬＶ研究費に１０億円計上／１１年度予算案
で政府特命チーム
　主に母乳によって母親から子どもに感染し白血病
などを発症する「ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型（Ｈ
ＴＬＶ－１）」について、政府の特命チームは１２月２０
日、２０１１年度予算で研究費に１０億円を計上すること
などを盛り込んだ「総合対策」をまとめた。厚生労
働省と都道府県にそれぞれ、ＨＴＬＶ－１対策を話
し合う協議会を設けることも決まった。
　厚労省によると、ＨＴＬＶ－１の感染者数は約１０８
万人と推定され、ウイルスを取り除く治療法はない。
感染者のうち年間約１１００人（推計）が白血病（ＡＴ
Ｌ）を発症し、１年以内に死亡する患者が多く、５
年生存率も極めて悪い。骨髄移植などの治療法があ
るが予後は良くない。感染者は歩行障害などを引き
起こす神経障害（ＨＡＭ）を発症することもあり患
者数は全国で約１４００人という。
　患者数が少なく採算が合わないため製薬会社が薬
を開発するのは困難で、厚生労働科学研究費補助金
（厚労科研費）を使って研究者が治療法の研究を行っ
ている。（１２/２１MEDIFAXより）

再生交付金、３次医療圏に最大１２０億円／１０年
度補正予算
　政府が２０１０年度補正予算で２１００億円を積み増す地
域医療再生基金について、厚生労働省は１２月１５日、
都道府県の担当者を集め「地域医療再生臨時特例交
付金（交付金）」の申請手続きや算定方法を説明した。
３次医療圏単位で交付する金額は最大１２０億円とな
る。また、厚労省は１２月９日付で都道府県知事宛に、
交付金の算定方法などについて事務次官通知を、交
付金の運営要領の一部改正について医政局長通知を
発出した。
　国は、３次医療圏を対象とした医療課題の解決に
必要な事業に基準額として１５億円を交付し、医療機
関の統合再編に伴う整備などで１５億円以上の事業費
を必要とする事業に対して加算額を交付する。加算
額（基準額を含む）の上限は１２０億円となる。
　３次医療圏は全国に５２圏域ある（北海道のみ６圏
域）。補正予算２１００億円から全５２圏域に１５億円を交付
した場合、残りの１３２０億円が加算額の財源となる。
　都道府県が交付金で地域医療再生基金を上積みす
るには、１１年３月１６日までに再生計画を提出する必
要がある。
　再生計画の評価方法については未定だが、有識者
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会議が必要性や優先性を評価し、優れた再生計画に
ついて上位から採用する考えだ。
（１２/２０MEDIFAXより）

健康・医療、国際ＰＲの重点に／政府が基本
方針
　政府は１２月１６日、「国際広報に関する政府・関係機
関の実務者連絡会議」（議長＝古川元久官房副長官）
で、ライフイノベーションや医療を重点分野とする
「国際広報活動の基本方針」を決めた。欧米の主要メ
ディアに加え、アジアの新興国のメディアにも広報
し、医薬品・医療機器分野での市場獲得や、医療観
光の潜在需要の掘り起こしを狙う。
　基本方針では、日本で開発されたライフイノベー
ションが「世界の課題解決に寄与し、わが国の今後
の経済成長を牽引する産業群となる」と指摘。海外
での潜在需要を掘り起こすため、観光や医療などに
ついても重点的に広報活動を行うとした。
（１２/１７MEDIFAXより）

日本版ＡＣＩＰ「引き続き検討」／政府答弁書
　政府は１２月１４日、政府の外で予防接種の評価を行
う「日本版ＡＣＩＰ」の設置の可能性について「引
き続き検討を行う」とする答弁書を閣議決定した。
小熊慎司氏（みんなの党）の質問に答えた。
　答弁書では「予防接種に関する評価検討を行う組
織の在り方は、予防接種法の対象となる疾病の範囲
を含め厚生科学審議会・感染症分科会予防接種部会
で検討を行っており、引き続き、検討を行う」とし
た。
　厚生労働省内に「ワクチン局」を創設すべきとの
質問に対しては「『ワクチン局』を創設することは考
えていないが、予防接種行政の的確な遂行のために
必要な組織体制の在り方については今後検討した
い」とした。（１２/１５MEDIFAXより）

医療の地域主権、推進すべき／規制改革分科
会ＷＧが改革の方向性
　行政刷新会議「規制・制度改革に関する分科会」
のライフイノベーションワーキンググループ（ＷＧ、
主査＝園田康博・内閣府政務官と土屋了介・財団法
人癌研究会顧問）は１２月２２日、検討を続けてきた医
療、介護、保育分野の制度改革の方向性について大
筋で了承した。ＷＧが具体的に示した検討テーマは、
医療１８項目、介護１５項目、保育６項目。医療に関し

ては、地域主権の推進や、無過失補償制度の導入な
どを検討すべきとの方針を打ち出した。
　ＷＧは報告書を１１年１月２６日の分科会に提出し、
了承されれば厚生労働省など担当府省との折衝に入
る。
●高齢者医療と介護保険、一元化視野に
　ＷＧは基本方針として、高齢者医療制度と介護保
険制度の一元化なども視野に入れ、医療制度と介護
制度を一体的に議論すべきと主張。「大きな改革の方
向性を定めたら、細部に拘泥せずに実行に移すべき」
と訴えている。
　医療の検討テーマ１８項目のうち「地域主権の医療
への転換」「病床規制の見直し」では、国の権限を地
方に移すべきとの姿勢を示した。▽地域医療計画の
策定では、国による基準病床の算定式の提示や、国
との協議義務を廃止▽保険医療機関の指定業務を都
道府県に移し、指導・監督についても都道府県の権
限とする▽一般病床の病床規制に関して権限を地域
に全面的に移し、病床過剰地域の許可についても厚
生労働大臣の同意を不要とする―などの改革案を提
示した。
●無過失補償制度と免責制度、導入を
　医療行為の無過失補償制度については、医薬品副
作用救済制度の対象となっていないワクチンと、保
険診療全般を対象に導入すべきとの考えを示した。
補償を受けた際に損害賠償請求の訴訟権を制限する
免責制度の導入も改革案に含めた。ＷＧは「医療行
為による有害事象は、過失がなくとも、誰にでも起
きうるものであり、最も優先すべきは被害者の救済
である」と主張している。
　このほか▽医学部やメディカルスクールの新設も
含めて中長期的な医療養成数の計画をつくる▽救急
救命士が医療機関内でも業務できるように規定を見
直す▽長期慢性疾患の患者が自己負担を軽減できる
ように高額療養費制度を見直す▽リハビリテーショ
ンの日数制限を撤廃する▽保険薬局の調剤基本料を
２４点に一元化する▽インターネットなどで医薬品を
販売するためのルールを制定する―などの改革案を
盛り込んだ。（１２/２４MEDIFAXより）

医師国保への定率補助、廃止へ／１２年度から
段階的に
　細川律夫厚生労働相と野田佳彦財務相は１２月１７
日、２０１１年度政府予算案をめぐる折衝を行い、国保
組合への定率補助を、所得水準に応じた０－３２％の
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５段階の補助に見直すことで合意した。１２年度から
５年間かけて段階的に引き下げ、所得水準の高い医
師国保に対する補助は１６年度に廃止される。
　定率補助の見直しには国民健康保険法の改正が必
要で、厚生労働省は１１年の通常国会に改正案の提出
を目指す。
　見直しでは、医療給付費の３２％を一律に交付する
定率補助を改め、所得水準に応じた０％、８％、１６％、
２４％、３２％の５段階の補助とし、激変緩和のため５
年間かけて段階的に引き下げる。定率補助が０％と
なるのは、市町村民税課税標準額が３００万円以上の組
合で、全ての医師国保が含まれる。
　さらに、定率補助に加えて財政状況によって交付
されている「普通調整補助金」などの上乗せ部分に
ついても統廃合し、分かりやすい補助体系に再編す
る。
　厚労省の試算によると、見直しによる国庫補助の
削減額は１６年度で４２０億円程度。加入者１人当たりの
削減額は、医師国保で４万９０００円、歯科医師国保で
３万円、薬剤師国保で３万３０００円となる。
　国保組合への定率補助をめぐっては、１０年１１月に
行われた政府の行政刷新会議による事業仕分けでも
取り上げられ、所得水準の高い国保組合に対する定
率補助は廃止と判定されていた。
　１２月２日の社会保障審議会・医療保険部会では、
鈴木邦彦委員（日本医師会常任理事）が、赤字に陥
っている医師国保もあり、定率補助がゼロになれば
大幅な保険料引き上げが生じ、被保険者が市町村国
保などに流出するとし「国策による国保組合つぶし
以外のなにものでもない」と訴えていた。厚労省は、
事業仕分けの結論や医療保険部会での意見を踏ま
え、予算編成過程で具体的な見直し案を検討すると
していた。
　予算編成に向けた１２月１７日の厚労、財務両省の閣
僚間折衝では「保険者間の給付と負担の公平を図る
ため、事業仕分けの結論に沿って見直しを行う」こ
とで合意した。（１２/２０MEDIFAXより）

障害者基本法改正へ２次意見／内閣府・障が
い者制度改革会議
　障害者基本法改正に向けて議論している内閣府の
障がい者制度改革推進会議（議長＝小川榮一・日本
障害フォーラム代表）は１２月１７日、改正に向けての
第２次意見を取りまとめた。第２次意見は「今後、
政府においては、基本法の改正に向けた検討・調整

がなされていくものである」とした上で、「（第２次
意見の）内容が最大限に踏まえられたものとなるよ
う期待する」とした。障害者基本法改正案は２０１１年
の通常国会へ法案提出を予定している。
　第２次意見の健康・医療の分野では、基本法に盛
り込むべき視点として▽難病などへの調査研究の推
進▽人権尊重の観点を踏まえた適切な精神医療の体
制整備▽日常生活での医療的ケアが介助者などによ
って行える体制の整備―などを挙げ、障害者の人権
を確保しつつ必要な医療が提供されるための施策を
政府に求めた。（１２/２０MEDIFAXより）

医療提供体制に１２７４億円／厚労省・０９年度決算
　厚生労働省は１２月９日、２００９年度予算について政
策ごとの決算額を公表した。一般会計の支出済み歳
出額は合計２８兆８２３９億４０００万円で、うち９兆１４６１億
９０００万円を医療確保・国民の健康づくりに支出した。
　医療確保・国民の健康づくりの中で、地域の医療
提供体制整備への支出は１２７４億２０００万円だった。同
様に、医療従事者確保・資質向上への支出は２５５億
４０００万円、医療情報化インフラの普及など効率的で
安心かつ質の高い医療サービス提供の促進に３７億
７０００万円、国立高度専門医療センターでの政策医療
に１８２９億３０００万円（特別会計に繰り入れ）、感染症予
防などに２５５２億４０００万円、医薬品・医療機器の適正
利用などに４７億５０００万円だった。
（１２/１４MEDIFAXより）

「地域医療確保」要求の３割に減額／厚労省の
１１年度予算案
　２０１１年度の厚生労働省の予算案は、特別枠として
６２億円の予算獲得を目指した地域医療確保推進事業
が１９億円となり、要望の３１％にとどまる厳しい結果
となった。
　地域医療確保推進事業として厚労省は▽地域医療
支援センター（仮称）の設置（１７億円）▽臨床研修
の指導体制の充実（２９億円）▽チーム医療の総合的
な推進（１６億円）－を要望していた。同事業につい
て「元気な日本復活特別枠に関する評価会議」は１２
月１日、地域医療再生基金での対応を求め、政策コ
ンテストの結果をＣ判定としていた。
　地域医療に従事する医師のキャリア形成支援と、
同時に若手医師を医師不足病院に配置する地域医療
支援センターについて厚労省は、４７都道府県での設
置を目指したが、１１年度は５.５億円の予算で先行的に
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１５カ所設置することになった。先行設置する都道府
県の選定は▽医師の地域偏在が大きい▽へき地が多
い▽無医地区が多い▽病院数が多い─などの観点か
ら５つのカテゴリーを設定し、それぞれ３カ所ずつ
選ぶ考えだ。
　チーム医療の推進事業では、３１５カ所での検証事業
（特定看護師業務拡大検証２６０、チーム医療検証５５）
を目指したが、予算案は３.６億円となり、９０カ所（特
定看護師５０、チーム医療４０）に絞り込むことになっ
た。
　２９億円を要望した臨床研修の指導体制について
は、１０億円の予算で医師不足地域の指導医・研修医
を確保するための事業として絞り込み、大学病院・
中核病院と中小病院・診療所が連携する臨床研修に
財政支援する。
　地域医療確保推進事業と同様に特別枠で要望し、
評価会議がＣ判定とした「健康長寿社会実現のため
のライフ・イノベーションプロジェクト」は、要望
額（２３２億円）の５６％に相当する１３１億円となった。
一方、Ｂ判定を受けた「働く世代への大腸がん検診
推進事業」は４１億円、「国民の安心を守る肝炎対策強
化推進事業」は３５億円となった。
●医療給付費国庫負担は８.４兆円
　医療費国庫負担の医療保険制度別内訳は、協会け
んぽ１兆１１０８億円（１０年度比６.３％増）、国保３兆３７０３
億円（同２.０％増）、後期高齢者医療３兆９１７９億円（同
４.９％増）。合計では１０年度比３.９％増の８兆３９９０億円
となっている。支給額が４２万円で恒久化される出産
育児一時金に関する保険者への財政支援は１０年度よ
りほぼ半減し９２億円を計上。医師国保など国保組合
への補助も見直し、１０年度比３６.２％減の７４億円の計
上となった。
　介護関係の新規事業では、制度化に向けて検討し
ている「２４時間対応の定期巡回・随時対応サービス」
を６０カ所で実施する事業などに２７億円を計上。デイ
サービスセンターで利用者の一時的な宿泊を受け入
れる「お泊まりデイサービス」について、調査研究
として行う事業も実施する。介護職員などがたん吸
引を実施するための研修事業には、９.４億円を計上し
た。（１２/２７MEDIFAXより）

介護保険など６法案提出へ／通常国会で厚労
省、高齢者は検討中
　厚生労働省は１月５日、今度の通常国会に「介護
保険法改正案」など６法案を提出する方針を固めた。

高齢者医療制度の関連法案は６法案に含まれず、現
在、通常国会に提出するかどうか扱いを検討してい
る。
　提出が固まったのは介護保険法改正案と子ども手
当法案、戦傷病者法案、求職者支援法案、雇用保険
法改正案、基礎年金の国庫負担を２分の１にする法
案。
　政府関係者によると、このうち予算非関連法案の
介護保険法改正案は３月に国会に提出する。ほかの
５つの予算関連法案は２月上旬に提出する予定だ。
（１/６MEDIFAXより）

後発品数抑制へ薬価上の追加策も／厚労省
　中医協は１２月１５日、薬価専門部会を開き、２０１２年
度改定に向けた薬価制度改革論議を本格的に開始し
た。この日は、先発医薬品１品目当たりの後発医薬
品収載品目が多過ぎることや、後発品間の価格差が
大きいことなどを問題視する意見が出た。厚生労働
省の吉田易範薬剤管理官は、収載品目数を抑制する
ために薬価を低くする措置が考えられると応じた。
（１２/１７MEDIFAXより）

医療計画見直しへ議論スタート／厚労省の検
討会
　厚生労働省は１２月１７日、２０１３年度から実施する都
道府県の新しい医療計画に向けて、医政局長通知「医
療計画作成指針」や指導課長通知「疾病又は事業ご
との医療体制構築に係る指針」を見直すための検討
会を５年ぶりに開いた。検討会では「４疾病５事業」
を盛り込み０８年度から５カ年計画で実施している現
医療計画の課題を検証し、新医療計画が地域医療連
携でより実効性の高いものとなるよう指針の見直し
を検討する。検討会の座長には武藤正樹・国際医療
福祉大大学院教授が就任した。
　主な検討内容は▽４疾病５事業の医療機能の見直
し▽達成状況を把握する指標▽医療計画策定のため
のデータ集積・分析の在り方─など。社会保障審議
会・医療部会での医療計画の議論などを踏まえなが
ら、１１年中をめどに検討結果を取りまとめる。１２月
２２日の医療部会では、医療計画を議題に取り上げる。
法令改正が必要となる議論を含め、基本方針につい
ては医療部会の中で議論を進め、検討会では医政局
長通知・指導課長通知の内容について議論する。
　唐澤剛大臣官房審議官は、民間病院が多い日本の
医療計画は誘導的な性格を持つものとなると前置き
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し「それぞれの地域の医療・介護を視野に入れた医
療提供計画をどうつくるか、重要な時期に差し掛か
っていると思う」と述べた。重要な視点として▽Ｄ
ＰＣ対象病院の拡大▽在宅療養サービスを含む最近
５年間の医療環境変化への対応▽地域実態に即した
個性ある医療計画の在り方▽医療・介護連携―を挙
げた。（１２/２０MEDIFAXより）

４疾病５事業に「精神」追加を提案／社保審・
医療部会で日精協
　厚生労働省の社会保障審議会・医療部会（部会長
＝齋藤英彦・名古屋セントラル病院長）が１２月２２日
開かれ、山崎學委員（日本精神科病院協会長）が、
現在４疾病５事業となっている都道府県の医療連携
体制について、２０１３年度から都道府県が実施する新
しい医療計画は「精神疾患」を加えた５疾病５事業
とするよう提案した。山崎委員の提案に反対意見は
なかった。
　山崎委員は、医療機関にかかっている患者数を傷
病別に見た場合、「精神および行動の障害」は、４疾
患に位置付けられている糖尿病、がん、脳卒中、急
性心筋梗塞（虚血性心疾患）よりも多いとして「国
民病といえる状況」と強調した。
　厚労省の患者調査によると、１９９６年に２１８万人だっ
た精神疾患の患者数は、０８年には３２３万人（外来２９０
万人、入院３３万人）と１.５倍に増えている。山崎委員
は、統合失調症のほかに高齢者の認知症や勤労者の
鬱病が増えているとし「新たな対策が急務だ」と説
明。自殺者数が９８年以降、１２年連続で３万人を超え
ていることも問題だとした。
　また、重い生活障害を長期間もたらす疾患を重点
疾病とするよう世界保健機関（ＷＨＯ）が推奨して
いる点や、英国では、がん・心疾患と並んで精神疾
患を３大疾患としている点にも触れ、日本でも精神
疾患患者への医療提供体制を安定的に確保するには
連携強化が必要と強調した。
　４疾病５事業のうち、「疾病」は省令で、「事業」
は医療法で定めており、「５疾病５事業」とするには
法改正の必要はない。（１２/２４MEDIFAXより）

医療保険の将来像、両論併記／高齢者医療改
革最終まとめ
　厚生労働省は１２月２１日付で、高齢者医療制度改革
会議の最終取りまとめを公表した。将来的な医療保
険制度の在り方について、日本医師会などが主張し

ている「地域保険と被用者保険の統合」と、保険者
などが主張している「地域保険と被用者保険の共存」
の考えを両論併記した。
　後期高齢者医療制度廃止後の新たな高齢者医療制
度の在り方については、７５歳以上でも現役の被用者
は継続して被用者保険に加入し、それ以外は当面、
都道府県単位に広域化した国保に加入。２０１８年度を
目標に７５歳未満も都道府県単位の国保に加入すると
し、財政運営は「都道府県が担うことが適当である
との意見が大勢」とした。
　現行と同様に７５歳以上の保険料で医療給付費の１
割相当を賄い、保険料軽減制度は段階的に廃止する。
被用者保険からの支援金には「総報酬割」を全面導
入する。公費は現行では投入のない現役並み所得者
にも投入し、公費割合を現状の４７％から５０％に引き
上げる。７０－７４歳の患者負担は法定の２割に段階的
に引き上げるが、早期引き上げと、受診抑制などへ
の懸念から引き下げを求める意見の両論を併記した。
　厚労省は最終取りまとめを踏まえた関連法案を１１
年の通常国会に提出する方針だが、新制度の運営主
体を都道府県とされたことに反発する全国知事会と
の調整は難航が必至。民主党内にも負担増に対する
強い反対論があり、国会提出・成立の行方は不透明
な情勢だ。（１２/２４MEDIFAXより）

３ワクチンの作業チームが報告／予防接種部
会・ワクチン評価小委
　厚生労働省の厚生科学審議会・感染症分科会予防
接種部会の「ワクチン評価に関する小委員会」（委員
長＝岡部信彦・国立感染症研究所感染症情報センタ
ー長）は１２月１６日、▽ＨＰＶ（ヒトパピローマウイ
ルス）▽Ｈｉｂ（インフルエンザ菌ｂ型）▽肺炎球
菌―３つの作業チーム（ＷＴ）から、疾病やワクチ
ンについての評価や位置付けについて報告を受け
た。今後は残りの▽水痘▽流行性耳下腺炎▽Ｂ型肝
炎▽百日咳▽ポリオ―のＷＴから報告を受けた上
で、小委員会として各疾病・ワクチンについての考
え方を取りまとめる。（１２/１７MEDIFAXより）

指導・監査、対象選定を見直し／厚労省検証
チームが中間まとめ
　厚生労働省の「保険医療機関等に対する指導・監
査の検証及び再発防止に関する検討チーム」は１２月
１７日、中間取りまとめの報告書を了承した。指導対
象となる医療機関の選定方法の見直しを２０１１年度中
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に実施することなどを盛り込んでいる。
　厚労省と地方厚生局がともに指導監査に当たって
いた点を改善し、実際の指導監査を地方厚生局で行
い、厚労省は地方厚生局に対する監察のほか重大案
件の対処や企画立案などに重点を置くなどの役割分
担の見直しも１１年度中に結論を得る。
　これまでの人事ローテーションを見直し、医療保
険関連業務に従事する職員は医療保険分野内を中心
に異動することで専門性を高める。指導監査の担当
者は地方厚生局に重点的に配置し、その中で管理能
力が認められた職員を積極的に保険局医療課の医療
指導監査室に登用する方向での検討も進める。
　さらに、指導監査に関する各種マニュアルの整備
など事務処理の標準化も１１年度中に取り組み、審査
支払機関から得られた情報を指導監査に活用する仕
組みも構築する。
●１１年早々に「監察本部」設置
　１１年早々には厚生労働大臣をトップとする「監察
本部（仮称）」を設置し、弁護士などの外部有識者と
ともに、発覚した問題に対応する体制を整える。さ
らに、事務局として大臣官房に「監察室」を置き、
内偵や内部通報への対応の強化を図る。
（１２/２０MEDIFAXより）

「終末期医療在り方懇談会」の報告書を公表／
厚労省
　厚生労働省医政局政策医療課は１２月１７日、「終末期
医療のあり方に関する懇談会」（座長＝町野朔・上智
大法学研究科教授）の報告書を公表した。報告書は
２００８年３月に実施した「終末期医療に関する調査」
や関係者からのヒアリングを基に、終末期医療の現
状把握や望ましい終末期医療の在り方を検討し取り
まとめた。
　報告書に記載した同調査の結果の概要によると
「終末期医療に対する関心は８割を超えるが、延命医
療について家族で話し合ったことがある者は半数程
度で、十分に話し合ったことがある者は１割にも満
たない」「死期が迫っているときの療養場所として、
６３％の一般国民は自宅で療養することを望んでいる
が、６６％は自宅で最期まで療養することは困難であ
ると感じている」―などとなっている。このほか、
リビングウィルや緩和ケアなどに関する懇談会の主
な意見も記載した。（１２/２０MEDIFAXより）

「看護職員の需給見通し」報告書を公表／厚労省
　厚生労働省の「第７次看護職員需給見通しに関す
る検討会」（座長＝尾形裕也・九州大大学院教授）は
１２月２１日、報告書を公表した。看護職員の需要見通
しは常勤換算で２０１１年に約１４０万４０００人、１５年には約
６.９％増の約１５０万１０００人。一方、供給見通しは１１年
は約１３４万８０００人、１５年には約１０.２％増の約１４８万
６０００人に増加する見込みとした。看護職員の確保対
策の促進について「定着促進をはじめ、養成促進、
再就業支援にわたる確保対策について一層の推進を
図ることが必要不可欠」とした。
　報告書では、看護職員需給見通しを実現していく
ため▽養成促進▽定着促進▽再就業支援―などが必
要としており、特に定着促進では、勤務環境の改善
や多様な勤務形態の導入、病院内保育所の整備を盛
り込んだ。
　今後は、需給見通し期間に実際に生じた看護職員
の需要数を把握し、新たな長期的需給見通しを推計
する検討が必要とした。さらに、看護師の人材確保
に向けて財源の確保を図ることが極めて重要と指摘
した。（１２/２２MEDIFAXより）

「認知症と精神科医療」で中間報告／厚労省検
討チーム
　厚生労働省の「新たな地域精神保健医療体制の構
築に向けた検討チーム」は１２月２２日、認知症と精神
科医療について検討を行った第２ラウンドの中間取
りまとめを公表した。認知症と精神科医療について
基本的な考え方を整理し、具体的な方向性として▽
認知症患者に対する精神科医療の役割の明確化▽認
知症入院患者が地域で暮らせるようにするための取
り組み―を挙げた。
　同検討チームは「入院を前提としない。地域で生
活を支えることが必要」として、認知症患者の尊厳
や訪問診療、地域連携の中での精神科ソーシャルワ
ーカーの役割などを幅広く議論してきた。
　中間取りまとめでも▽入院を前提と考えるのでは
なく、地域での生活を支えるための精神科医療とす
る▽入院が必要な場合は、速やかに症状の軽減を目
指し、退院を促進する▽退院可能な患者が地域で暮
らせるように、介護保険サービスなどにより地域で
受け入れるシステムづくりをする▽「退院支援・地
域連携クリティカルパス」を導入し、入院から退院
後の生活への道筋を明らかにする取り組みを試行し
つつ、第６期介護保険事業計画期間（２０１５年－）へ

京都保険医新聞

１１

情
勢
ト
ピ
ッ
ク
ス

第１３９号

２０１１年（平成２３年）１月２５日　毎月５日・ 20日・ 25日発行 （昭和２６年３月５日第３種郵便物認可）　第２７７４号



の反映方法などを検討していく―などを盛り込ん
だ。（１２/２４MEDIFAXより）

ＣＯＰＤ予防・早期発見で報告書／厚労省
　厚生労働省の「慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）の
予防・早期発見に関する検討会」（座長＝工藤翔二・
結核予防会複十字病院長）はこのほど、予防・早期
発見、適切な医療提供、普及啓発などの一連の施策
に関する報告書を取りまとめ公表した。厚労省は「今
後、本報告書を踏まえ、さまざまな健康増進に関す
る機会を活用し、普及啓発に取り組むなど、ＣＯＰ
Ｄに対する対策を進めていく」としている。
　同検討会は、ＣＯＰＤが予防可能な疾患であるに
もかかわらず、医療従事者の中でも理解が十分では
ない状況があることから、国民・医療従事者への
「理解の浸透が必要」との意見で一致した。報告書で
は、かかりつけ医などがＣＯＰＤの疑いがある人を
早期発見し、専門医が確定診断を行う連携システム
や、簡易の問診票を活用しＣＯＰＤの疑いを見つけ
ることが重要とした。今後は早期発見の手順の確立
やＣＯＰＤに関する普及啓発を行っていくとした。
（１２/２４MEDIFAXより）

国病と労災病院、機構統合で検討会／整理合
理化委が報告書
　厚生労働省の「独立行政法人・公益法人等整理合
理化委員会」（座長＝北沢栄・ジャーナリスト）は１２
月２７日、最終の報告書を取りまとめた。独立行政法
人改革の提言のうち、国立病院機構と労働者健康福
祉機構は新たに設置する検討会で、統合を視野に議
論を進めるよう求めた。北沢座長が小林正夫政務官
に報告書を手渡した。
　報告書は、国立病院機構の国立病院、労働者健康
福祉機構の労災病院、年金・健康保険福祉施設整理
機構（ＲＦＯ）の社会保険病院などが各地域で効率
的・合理的な配置になっていないと指摘。厚労省所
管の独法が運営する２４４に上る全病院について、その
役割を見直すよう求めた。国立病院機構と労働者健
康福祉機構については、傘下の病院のネットワーク
の統合や個別病院の再編・整理を目的として「国立
病院・労災病院等の在り方を考える検討会（仮称）」を
設置し、１年を目途に結論を出すよう提案した。北
沢座長は検討会を設置する時期について「年明けに
はメンバーの選任作業に入ってもらいたい」と厚労
省に早急な発足を求めた。（１２/２８MEDIFAXより）

外国人の医療滞在、最長６カ月間可能に／１１
年１月からビザ運用
　外務省は１２月１７日、医療滞在ビザの運用を２０１１年
１月から始めると発表した。法務省は、医療機関に
入院するため来日した外国人について、１１年１月か
ら、滞在が９０日を超えても在留資格を認める告示を
官報で示した。これにより、入院して医療行為を受
ける外国人は最長６カ月間、日本に滞在することが
可能となった。
　外国人の医療滞在の条件緩和は、６月に閣議決定
した「新成長戦略」の方針を受けて外務省と法務省
が準備を進めてきた。新成長戦略では、高齢社会を
迎えるアジア諸国で医療産業などの成長が見込まれ
るとして「医薬品等の海外販売やアジアの富裕層等
を対象とした健診、治療等の医療および関連サービ
スを観光とも連携して促進していく」と記している。
また、同じく６月に閣議決定した「規制・制度改革
に係る対処方針」でも、日本を内外に開かれた医療
先進国とするために、ビザ発給要件などを緩和する
姿勢を打ち出していた。
●国内医療機関の事前同意が必要
　新たな医療滞在ビザでは、有効期間が従来のビザ
の３カ月から最大３年に伸びる。１回の滞在期間が
９０日以内の場合、有効期間内であれば、必要に応じ
て何回でも来日できる。１回の滞在期間は最長６カ
月だが、９０日を超える場合は医療機関への入院が条
件となる。
　さらに、必要に応じて外国人患者の同伴者の入国
も認める。患者と同伴者の親戚関係は問わず、同伴
者の数についても制限は設けない。外国人患者の受
け入れについて日本は遅れているとの意識から、ほ
かのアジア諸国よりも規制を緩やかにしたという。
外務省は「人道的観点も踏まえ、治療などで来日を
希望する外国人にとって一層利用しやすいものとな
っています」とアピールしている。
　ビザ発給の対象者は「一定の経済力を有する者」
となっており、在外公館が判断する。入国する外国
人の身元保証は、医療コーディネーター会社や旅行
会社が担う。外国人患者の受け入れは、国内のすべ
ての病院、診療所で可能だ。ただし外国人患者はビ
ザ発給を受ける前に、医療コーディネーター会社な
どを通じて、治療の日程や料金について日本の医療
機関と調整しなければならない。ビザ発給の際には、
日本の医療機関の事前同意が必要となる。
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「どこでもＭＹ病院」実現へ実証事業／経産省
が１１年度
　個人が自身の医療情報を電子的に管理・活用する
「どこでもＭＹ病院構想」など医療の情報化を実現す
るため、経済産業省は２０１１年度、医療情報を電子的
に取り扱う際に求められるセキュリティーの技術や
レベルなどを検証する実証事業に乗り出す。個人情
報保護のガイドラインなどの策定を目指す。
　政府の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本
部（ＩＴ戦略本部）が１０年５月に決めた「新たな情
報通信技術戦略」では▽どこでもＭＹ病院構想の実
現▽情報通信技術を通じて医療・介護機関が連携す
る「シームレスな地域連携医療」の実現―を明記し
た。政府の新成長戦略にも盛り込まれている。
　ＩＴ戦略本部の工程表によると、どこでもＭＹ病
院構想は１３年度から調剤情報などを対象に一部サー
ビスの提供を開始し、１４年度からは健診情報や検査
データなどに対象範囲を拡大。地域連携医療のネッ
トワークも１４年度に実現するとしている。
（１/７MEDIFAXより）

私大医学部の定員増を答申／文科省の審議会
　文部科学省の大学設置・学校法人審議会（審議会
長＝八田英二・同志社大学長）は１２月１７日、収容定
員拡大を盛り込んだ私立大医学部の学則変更を認め
る答申を示した。
　文科省は、２０１１年度の医学部入学定員を全国で７７
人増員する計画を同審議会に諮問していた（１０年度
は３６０人増員）。このうち文科相による学則変更の認
可が必要な私立大医学部については６校から計２０人
分の定員増を盛り込んだ申請が出ていた。審議会で
答申を受けたことから１０年内にも文科相が認可す
る。
　各大学医学部の１１年度の定員は▽埼玉医科大１２０
人（５人増）▽杏林大１１７人（６人増）▽順天堂大
１２０人（１人増）▽帝京大１１３人（１人増）▽東京慈
恵会医科大１１０人（５人増）▽日本医科大１１４人（２
人増）。
　国立大医学部の収容定員増は、概算要求事項とし
て政府案決定後に確定する。公立大医学部の収容定
員は文科相への届け出で変更できる。
（１２/２０MEDIFAXより）

医学部新設、賛成・反対で活発討議／文科省・
検討会が初会合
　文部科学省の「今後の医学部入学定員の在り方等
に関する検討会」は１２月２２日、医学部新設の必要性
を訴える意見が出た一方で、医師の偏在こそ問題だ
とする反対意見が出るなど、初会合から活発な意見
が交わされた。座長には慶応義塾学事顧問の安西祐
一郎氏が就任した。
　検討会は、医師数を１.５倍に増やす公約を掲げた民
主党政権の肝いりで設置。これまでの文科省の取り
組みや、２０１０年度以降の入学定員の在り方について
検証し、１１年末をめどに意見を取りまとめる。
　委員の委嘱期間は１２年１２月１３日まで。厚生労働省
医政局と総務省自治財政局はオブザーバーとして検
討会に参加する。
　検討会委員は次の各氏。

　▽安西祐一郎・慶応義塾学事顧問▽今井浩三・
東京大医科学研究所付属病院長▽片峰茂・長崎
大学長▽木場弘子・キャスター▽栗原敏・日本
私立医科大学協会副会長▽黒岩義之・全国医学
部長病院長会議会長▽桑江千鶴子・都立府中病
院産婦人科部長▽坂本すが・日本看護協会副会
長▽妙中義之・国立循環器病研究センター研究
開発基盤センター長▽竹中登一・アステラス製
薬会長▽丹生裕子・県立柏原病院の小児科を守
る会代表▽永井和之・中央大総長▽中川俊男・
日本医師会副会長▽中村孝志・京都大医学部付
属病院長▽西村周三・国立社会保障・人口問題
研究所長▽濱口道成・名古屋大総長▽平井伸治・
鳥取県知事▽森民夫・新潟県長岡市長▽矢崎義
雄・国立病院機構理事長▽山本修三・日本病院
共済会社長。

（１２/１７・２４MEDIFAXより）

医療・介護関連サービスの産業化推進／経産
省、専門部署新設へ
　政府の新成長戦略で「成長牽引産業」に位置付け
られた医療・介護関連サービスの産業化を推進しよ
うと、経済産業省は２０１１年度、専門部署として「ヘ
ルスケア産業課」（仮称）を新設する。１１年度政府予
算案に組織改正を盛り込んだ。
　同課は、経産省商務情報政策局に設置。政府の新
成長戦略に盛り込まれた▽医療観光の推進▽医療・
介護機関と民間サービス事業者の連携による新たな
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市場の創出▽「どこでもＭＹ病院」構想などの医療
の情報化―などを担当する。経産省は「医療・介護
などの関連サービス分野における産業化を強力に推
進させたい」としている。（１２/２７MEDIFAXより）

海外プロモーションで連絡会発足へ／医療観
光で観光庁
　海外に対する医療観光の発信力を高めようと、観
光庁は近く、医療観光に取り組む関係者が参加する
「医療観光プロモーション推進連絡会」を発足させ
る。全国各地の自治体が医療観光の推進に乗り出す
中、先行事例を関係者間で共有して海外向けプロモ
ーションを支援し、医療観光の推進につなげる考え
だ。
　医療観光は政府の新成長戦略で国家戦略プロジェ
クトの１つに挙げられ、政府は２０１２年度からの本格
受け入れ開始を目指し、体制整備に乗り出している。
　ただ、医療観光の分野でタイやマレーシア、韓国
などに遅れをとる日本にとっては、海外での認知度
を高めることが課題の１つとなっている。観光庁は
１０年度、旅行会社と共同で海外メディアに広告を掲
載したり、現地旅行代理店や医療関係者との商談会
を開催したりするなど、海外向けプロモーションに
力を入れている。
　近く発足する連絡会では、医療関係者や旅行関係
者、自治体など医療観光に取り組む関係者が参加。
セミナーやフォーラムを開催するなどして、先行事
例を関係者間で情報共有するほか、観光庁も情報提
供や助言を行い、海外向けプロモーションを支援す
る。
　観光庁は現在、ホームページ上で関係者に対し連
絡会への参加登録を呼び掛けている。
（１２/２２MEDIFAXより）

協会けんぽ、１１年度平均料率９.５０％／国庫補
助率は現行維持
　全国健康保険協会運営委員会（委員長＝田中滋・
慶応大大学院教授）は１２月２４日、２０１１年度の平均保
険料率を１０年度より０.１６％分引き上げ９.５０％とする
方向で一致した。都道府県別料率は１１年１月に各支
部で決定する。
　１１年度の国庫補助率は現行の１６.４％が維持され
る。出産育児一時金の４万円上乗せ（総額で４２万円）
が１１年度から恒久化されるが国庫補助は従来より半
減される。さらに、準備金残高の赤字を１１年度に半

額返済する。平均料率の引き上げに伴い、月収２８万
円の人の保険料負担は年間で約６０００円増える。
　さらに、介護保険の２号被保険者の保険料率も１０
年度より０.０１％分引き上げ、１.５１％とする。月収２８万
円の人の保険料負担は年間で約３６０円増。
●１１年度後発品目標「２６％」
　協会は１１年度の協会けんぽ事業計画案も提示し
た。財政再建期間の２年目に当たる同年度はレセプ
ト点検、後発医薬品の使用促進、現金給付の審査強
化などの医療費適正化を強力に実施することを盛り
込んだ。後発品については使用割合の目標を「２６％」
と設定する方針だ。２月の運営委であらためて議論
する。（１２/２７MEDIFAXより）

ワクチン６種の定期接種化を／日医と予防接
種推進協が要望
　日本医師会と予防接種推進専門協議会は１２月１６
日、希望する子どもが公費（定期接種）でワクチン
接種を受けられる制度の確立に向けて細川律夫厚生
労働相に要望した。キャンペーンで集めた署名約２７０
万人分の実績を強調し、早期の対応を求めた。
　日医の羽生田俊副会長、保坂シゲリ常任理事、予
防接種推進専門協議会の神谷齊委員長、民主党の梅
村聡参院議員らが細川厚労相を訪ねた。代表で羽生
田副会長が要望書を手渡した。
　キャンペーンはＨｉｂ（インフルエンザ菌ｂ型）、
小児用肺炎球菌、ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）、
Ｂ型肝炎、水痘、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
の６種類のワクチンについて、予防接種法を改正し、
公費負担の定期接種とすることが目的。要望書では、
２０１０年度補正予算で３種類（ＨＰＶ、Ｈｉｂ、小児
用肺炎球菌）のワクチン接種の公費負担が実現した
ことを評価し、３種類の公費負担の恒久的な実施と
残る３種類の定期接種化を求めた。
（１２/１７MEDIFAXより）

諸外国のドクターフィー、現状を調査／日医
総研
　日医総研はこのほど、諸外国（英国、フランス、
ドイツ、米国）の診療報酬の設定方法やドクターフ
ィーの現状などを調査したワーキングペーパーを公
表した。「ドクターフィーとホスピタルフィーを区別
しているか」「診療報酬に診療原価コストが反映され
ているか」の２点をテーマに各国の現状をまとめ、
日本はフランスとドイツに似た状況になっていると
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の見方を示した。
　ドクターフィーとホスピタルフィーを明確に区別
していたのは民間保険が中心の米国で、診療報酬に
は明確に原価コストが計算されていた。
　フランスでは、民間病院でのみドクターフィーと
ホスピタルフィーが区別されており、診療報酬は基
本的に医師労組代表、保険者代表、政府代表の交渉
で定められていた。民間病院でのドクターフィーも
交渉に基づく協約料金で、米国ほど明確に医師の技
術料を反映したものではなかった。
　ドイツはドクターフィーとホスピタルフィーは明
確に区別されておらず、診療報酬は疾病金庫連合会
と保険医協会の交渉で決められており、原価コスト
を明確に反映する仕組みではなかった。
　英国はドクターフィーとホスピタルフィーは明確
に分けられていなかったが、病院に実績払い制度が
導入されており、同制度の公定価格の決定には原価
コストが明確に反映される仕組みになっていた。
（１２/２１MEDIFAXより）

「非営利徹底型一般社団を目指す」増加／都道
府県・地区医師会
　公益法人制度改革に伴う新法人への移行につい
て、全国の都道府県医師会の中で「非営利徹底型一
般社団法人」を目指す医師会が増加していることが
分かった。日本医師会の１２月２２日の定例会見で、今
村聡常任理事がアンケート結果を公表した。
　２００９年１０月に続き、２回目のアンケートを行った。
１０年１０月時点での対応を都道府県医師会と郡市区医
師会に聞いた。全都道府県医師会が回答し、郡市区
などの医師会は８９２団体のうち６５４団体（回答率
７３.３％）が回答した。
　公益社団法人を目指すとした都道府県医師会は１３
団体で０９年と変わらなかった。一方、非営利徹底型
一般社団法人を目指すとしたのは１０団体で、前回調
査から４団体増加していた。非営利徹底型一般社団
法人に移行した後、公益社団法人を目指すとしたの
は５団体で前回の調査より１団体減少した。検討中
としたのは１９団体だった。
　非営利徹底型一般社団法人を目指す理由では「公
益認定取り消し時に財産を失うリスクがある」「公益
社団法人になるメリットを感じない」「継続して公益
認定基準を満たせるか不安」などの意見が多かった。
　郡市区などの医師会では、４６団体が公益社団法人
を目指すとし、非営利徹底型一般社団法人を目指す

としたのは３６７団体。非営利徹底型一般社団法人に移
行した後、公益社団法人を目指すとしたのは３５団体
だった。
　非営利徹底型一般社団法人は、一般社団法人の中
でも非営利性を徹底している場合や、共益的事業を
中心として一定以上の非営利性を確保している場合
に該当する。ＮＰＯ法人などと同様に、収益事業以
外の所得には課税されない優遇措置がある。
●公益目指す理由、母体保護法対応が最多
　公益法人制度改革に基づき改正された母体保護法
では、人工妊娠中絶を行うことができる医師の指定
は「都道府県の区域を単位として設立された公益社
団法人たる医師会」が行うとされている。都道府県
医師会が公益社団法人を目指す理由でも「母体保護
法に規定されている医師の指定権者であり続けるた
め」と回答した団体が９団体と最も多かった。
　非営利徹底型一般社団法人を目指す都道府県医師
会が増えていることから、今村常任理事は「非営利
徹底型一般社団法人の医師会でも指定権者となれる
よう要望していきたい」と述べた。
（１２/２４MEDIFAXより）

医療保険改革法で違憲判決／米連邦地裁、政
府は上訴へ
　米バージニア州の連邦地裁は１２月１３日、３月に成
立した医療保険改革法に関し、２０１４年から国民に原
則として保険加入を義務付けた条項が違憲だとする
判決を出した。同条項への違憲判決は初めて。
　医療保険加入の義務化は、同法の主要部分。政府
側は上訴する構えで、最高裁まで争われる可能性が
高い。１１月の中間選挙で大勝し勢いに乗る野党共和
党は同法撤廃を主張しており、判決はオバマ政権に
は逆風となる。
　判決は、個人には保険に加入しない選択肢も持つ
権利があるとし、加入を迫るのは「憲法が議会に与
えた権限を越える」と指摘した。
　バージニア州のクチネリ司法長官（共和党）が提
訴していた。判決を下したのは、０２年にブッシュ前
共和党政権が任命した保守系判事。
　同法をめぐっては、個人の自由と州の主権を侵害
しており、違憲だとして法の無効確認を求める同様
の訴えがフロリダ州など各地で審理中。ギブズ大統
領報道官は１２月１３日の記者会見で、バージニア州の
別の連邦地裁などは合憲だとの判断を下していると
指摘し「改革は進む」と述べた。
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　米国では個人の自由を尊重し、政府の役割拡大を
嫌う伝統的価値観から国民皆保険制度が育たなかっ
た。医療保険改革法は、高所得層への増税などを財
源に、低価格の保険商品が選べる仕組みなどを規定
して保険加入率の拡大を目指している。
【ワシントン共同】（１２/１５MEDIFAXより）

 

利用者負担増は見送り／介護保険制度改正案
で厚労省
　厚生労働省は１２月２４日、２０１１年の次期通常国会に
提出する介護保険制度の改正案について「介護保険
法等の一部を改正する法律案（仮称）」のポイントを
発表した（資料１、後掲２４ページ）。「地域包括ケア
システム」の実現を主眼とした「医療と介護の連携
強化」や「認知症対策」など６つのポイントを挙げ、
改正案を「１１年の通常国会に予算非関連法案として
提出する予定」（大澤範恭老健局総務課長）とした。１２
月２２日の民主党の提言を受け、利用者負担増による
国費負担軽減措置は見送る。第５期以降、全国平均
で５０００円を超えるかどうかが焦点となっている保険
料については、都道府県の財政安定化基金の取り崩
しを充てる法整備などによって上昇を緩和するとし
た。
　介護療養病床については「廃止期限を猶予」とし
た。廃止期限について大澤総務課長は「（猶予３年と
する）民主党の提言を踏まえて、具体的には政府内
でこれから検討する」と述べた。猶予後の取り扱い
は廃止なのかとの記者の質問に対して、大澤総務課
長は「通常であれば」と答えた。
　社会保障審議会・介護保険部会の意見書に検討事
項として盛り込まれた補足給付の支給要件厳格化
や、多床室の室料負担の見直しは、実施する場合、
省令や告示などで対応できるため「１２年度の予算編
成や、介護報酬改定の中で対応する可能性はある」
（大澤総務課長）とした。
●２４時間対応サービス創設
　厚労省が示したポイントは▽医療と介護の連携強
化等▽高齢者の住まいの整備や施設サービスの充実
▽認知症対策▽保険者が果たすべき役割の強化▽介
護人材の確保とサービスの質の向上▽介護保険料の

急激な上昇の緩和―の６つ。新たなサービスについ
ては「単身・重度の要介護者等に対応できるよう、
２４時間対応の定期巡回・随時対応型サービスや複合
型サービスを創設」との文言を盛り込んだ。
　保険料について老健局総務課は、財政安定化基金
の市町村負担分の取り崩しと、介護給付費準備基金
の一部取り崩しによって、約１８０円は下げられると見
積もっている。（１２/２７MEDIFAXより）

介護療養病床の廃止、３年間延期へ／民主が
提言
　民主党は１２月２２日、介護療養病床の廃止を３年延
期することなどを盛り込んだ「介護保険制度の見直
しに関する提言」をまとめた。党厚生労働部門会議
の石毛鍈子座長が、厚生労働省を訪れ、細川律夫厚
生労働相に提言を手渡した。細川厚労相は「党の意
見をしっかりと拝聴して立法作業に入っていく」と
応じた。
　介護療養病床は２０１１年度での廃止が法律で決まっ
ていたが、介護施設などへの転換が進まないことか
ら、厚労省は１１年度の廃止については撤回した。今
後の取り扱いを決めた上で関連法案を１１年の通常国
会に提出することになっている。
　党の提言では、１１年度末の廃止を３年間延期する
法改正を求めている。廃止後の転換先については「施
設サービス全体で機能・評価の見直しを進める」と
して、新たな施設体系の創設を含めて、厚労省に病
床の転換が進むよう策を講じることを求めた。
　また、２４時間対応の定期巡回型の訪問サービスな
どを求めた。
●負担増は軒並み反対
　財源を捻出するための自己負担の引き上げなどに
対しては軒並み反対した。ケアプラン作成費の自己
負担化や、軽度者の自己負担の１割から２割への引
き上げは反対とした。「総報酬割」の導入も「拙速な
導入は避ける」と先送りを求めた。
　高所得者の自己負担の２割への引き上げや多床室
の室料負担の見直しも「実態を把握し検討」とした
が、実質的には反対の立場だ。唯一「財政安定化基
金」については、基金を取り崩すための法改正を求
めた。
　石毛座長は「負担を上げたからといって、介護保
険の全体の財政にそれほど大きなプラス効果を生む
ものではない。負担増は基本的にはやらない方向だ」
と述べ、負担増に反対する姿勢を示した。
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　一方で「グループホームへの家賃助成」など、新
たな施策の導入で発生する財源問題については「ど
こから出していくのかは原局の知恵の働かせどこ
ろ。工夫をしていただきたい」と述べ、厚労省の取
り組みに期待した。（１２/２４MEDIFAXより）

介護福祉士までの研修一本化へ／厚労省検討
会で議論開始
　団塊世代が７５歳以上となり高齢化がピークを迎え
る２０２５年には、現在の倍程度の２５５万人が必要とされ
る介護職員。介護サービスの質と量を確保していく
ため、より良い介護人材の養成体系を見直す議論が
厚生労働省の「今後の介護人材養成の在り方に関す
る検討会」（座長＝駒村康平・慶応大経済学部教授）で
本格的に始まった。厚労省が１０年１２月に示した介護
人材の養成体系の見直し案では、介護福祉士国家試
験の受験要件として１５年度から定める予定の「実務
者研修（仮、前呼称＝６カ月研修）」と介護職員基礎
研修、ホームヘルパー１級研修の一本化を検討すべ
きとしたほか、介護福祉士の上級職として「認定介
護福祉士（仮）」を位置付けることも検討課題とした。
介護職の資格取得を簡素化した上で、働きながらで
もステップアップできる明確なキャリアラダーをつ
くり、介護職の賃金体系などを整備して優秀な人材
を確保するのが狙いだ。
　厚労省が示した案では、ホームヘルパー２級相当
の研修を「介護職員として導入的な研修（初任者研
修）」として位置付け、ホームヘルパー１級は１２年度
をめどに介護職員基礎研修と一本化する。その上で
さらに、介護職員基礎研修を、介護福祉士国家試験
の受験要件として導入が検討されている実務者研修
と一本化することも提案。初任者研修は働きながら
学ぶことが想定されているため、介護福祉士資格取
得までの研修・試験体制を一本化できれば、介護福
祉士の上級職として検討されている認定介護福祉士
などの位置付けが明確になるとした。
●低い資格取得率
　厚労省がこうした提案をする背景の１つとして、
介護職員の介護福祉士資格取得率の低さが挙げられ
る。介護福祉士資格取得状況を勤続年数別に見たデ
ータでは、取得率が最も多かったのは勤続１５年以上
２０年未満の５３.５％。勤続１０年以上１５年未満で５１.０％、
５年以上１０年未満でも３９.６％と、介護職員として勤
続年数が長くなるほど介護福祉士取得率が高いが、
それでも約半数にとどまっているという現状があ

る。
　介護職員の平均年齢の高さと勤続年数の短さも指
摘されている。平均年齢では特にホームヘルパーが
高く、０９年の賃金構造基本統計調査（常勤・男女計）
によると、全産業平均が４１.１歳だったのに対し、ホ
ームヘルパーは４４.６歳だった。勤続年数では、全産
業平均の１１.４年に対し、福祉施設介護員は５.４年、ホ
ームヘルパーは５.１年と半分以下だった。
（１/７MEDIFAXより）

「６００時間研修」義務化、３年延期／介護福祉
士資格
　厚生労働省の「今後の介護人材養成の在り方に関
する検討会」（座長＝駒村康平・慶応大経済学部教授）
は１２月２２日、介護福祉士国家試験の受験要件として
実務経験３年以上の者に２０１３年から義務付けるとし
ていた「６カ月研修」（６００時間の研修）について、
義務化の施行時期を３年間延期し、１６年１月実施予
定の試験から適用することを決めた。研修時間の多
さに現場職員からの反発が強かったことなどを考慮
した。同検討会は１１年１月２０日の次回会合で、研修
時間の縮小について検討するほか、介護福祉士の養
成体系の見直しなどについても報告書をまとめる予
定。３年間の延期については、改正法案を１１年の通
常国会に提出する。（１２/２４MEDIFAXより）

プラス改定で収支は改善傾向／１０年介護事業
経営概況調査
　厚生労働省は１２月２０日の社会保障審議会・介護給
付費分科会調査実施委員会に「２０１０年介護事業経営
概況調査結果」を報告した。３％プラスとなった０９
年度の介護報酬改定の影響で、１５種類の介護サービ
スのうち「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」な
ど１３種類で収入が支出を上回り、１５種類のうち８種
類にとどまっていた０７年調査と比べて収支状況が改
善した。厚労省は「０９年度介護報酬改定などによる
収入の増加が影響していることが考えられる」とし
ている。
　次期介護報酬改定の基礎資料を得ることを目的
に、１０年７月に約１万施設・事業所を対象に０９年（度）
１カ月平均の収支状況などを調査。約３９００件の有効
回答を得た。
　サービスごとに収支状況を見ると、介護老人保健
施設の利用者１人当たりの収入は１日平均１万３７５０
円、支出は１万２９７２円で、収支差率は５.７％。介護老
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人福祉施設では収入１万２４６２円、支出１万１１２３円（収
支差率１０.７％）、介護療養型医療施設では収入１万
８１５１円、支出１万６０８１円（同１１.４％）だった。
　在宅サービスでは、訪問看護が収入８９５７円で支出
８４１８円（収支差率６.０％）、通所リハビリテーション
が収入９５４９円で支出９２９０円（同２.７％）だった。一方、
居宅介護支援では収支差率マイナス５.３％、短期入所
生活介護では収支差率マイナス０.７％だった。
　厚労省が０７年に実施した概況調査では、訪問看護
や居宅介護支援など７種類のサービスで収支差率が
マイナスだった。ただ、１０年概況調査は０７年の調査
とは調査方法が異なり客体数が増えたほか、サービ
スによって有効回答率が２割に満たないなど回答率
にバラツキも見られるため、委員会では、慎重に分
析する必要があるとの意見もあった。
　厚労省は１１年４月に調査対象を約３万３０００施設に
拡大して「介護事業経営実態調査」を実施する予定
で、実態調査の結果も踏まえて分析を行う必要があ
るとしている。実態調査の結果は１１年秋に公表予定。
●介護職給与、前年比１万５１６０円改善
　介護職員の処遇改善では、１０年７月１日時点の介
護職員の平均給与額が０９年に比べ１万５１６０円増加し
た。平均給与額は２５万６６８０円。「給与等を引き上げた」
との回答は、介護老人福祉施設が９１.８％で最も多く、
最も少なかったのは居宅介護支援事業所の６０.２％だ
った。
　給与等の引き上げ方法については、６２.７％の施設
が「定期昇給を実施（予定）」と回答。続いて「各種
手当の引き上げまたは新設」が４４.６％、「賞与等の支
給金額の引き上げまたは新設（予定）」は２１.８％、「給
与表を改定して賃金水準を引き上げた（予定）」が
１５.１％だった。厚労省は、定期昇給、給与表の見直
しの実施は評価できるとの認識を示した上で「０９年
調査で分かった平均９０００円の増は介護報酬３％プラ
ス改定が大きく、今回は交付金の効果が比較的、大
きいのではないか」（宇都宮啓老人保健課長）とした。
（１２/２１MEDIFAXより）

 

日本の人口１２万３０００人減／１０年、厚労省推計
　２０１０年の日本の人口減少が過去最大の１２万３０００人

に達する見通しとなった。厚生労働省は１月１日、
１０年の人口動態統計の推計を発表した。出生数は１０７
万１０００人で前年並みで推移したものの、死亡数が１１９
万４０００人で前年より約５万２０００人増え、戦後最大と
なる見通しだ。人口が減少するのは０７年から４年連
続となる。
　死因の上位は、がん（３５万２０００人）、心疾患（１８万
９０００人）、脳血管疾患（１２万３０００人）の順。
（１/６MEDIFAXより）

有老ホーム在所率８１.２％、老福施設９４.０％／
厚労省調査
　厚生労働省は１２月１６日、２００９年の「社会福祉施設
等調査」の結果を公表した。０９年１０月１日時点の有
料老人ホームの在所率（定員に占める在所者数）は
８１.２％、養護老人ホームなどの老人福祉施設の在所
率は９４.０％だった。
　調査は、８６種類の社会福祉施設などと障害者自立
支援法による１５種類の障害福祉サービス事業所、相
談支援事業所を合わせた６万２２８８施設、２万８９４３事
業所のうち、回答のあった活動中の５万７５０２施設、
２万５０８４施設を集計した。厚労省は、毎年１０月１日
時点の施設数などを調べているが、今回調査から調
査方法を変更したため、年次比較は行わなかった。
●有老ホームの常勤医、全職員の０.０５％
　職種別の常勤換算従事者数は、有料老人ホームの
従事者７万６８８３人のうち介護職員数は４万８５６９人で
職員構成比は６３.２％だった。一方、医師数は３８人で
構成比はわずか０.０５％だった。老人福祉施設の従事
者数は４万９２４７人で、介護職員数は１万６４６６人（職
員構成比３３.４％）、医師数は１６５人（同０.３％）だった。
（１２/２０MEDIFAXより）

０９年度確定返還金額は３０.４億円／指導・監査
実施状況
　厚生労働省保険局は１２月２２日、保険医療機関など
に対する指導・監査の２００９年度の実施状況を発表し
た。０９年度中に確定した診療報酬などの返還額は３０
億３９０３万円で、前年度より６億２２０９万円減少した。
医療機関などの指定取り消しは１１件（同２２件減）だ
った。
　確定した返還金額の内訳は、指導によるものが２１
億２３６０万円（前年度比３億９８９８万円減）、監査による
ものが９億１５４３万円（同２億２３１１万円減）。
　医療機関などへの個別指導は３６６６件（同２５６件増）、
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新規個別指導は５６９９件（同７６１件増）、集団的個別指
導は１万３２５４件（同６６１件増）、監査は８５件（同１６件
増）といずれも増加している。にもかかわらず、返
還金額が減少したことについて厚労省医療指導監査
室は「指導・監査が０９年度中に行われたが返還金額
が確定しなかったケースが多かったため」と説明。
１０年度の確定金額に反映される見通しだ。
　医科医療機関に着目すると、監査は３９件で前年度
比３件増、指定取り消しは２件だった。薬局の指定
取り消しは００年度以来のゼロ件だった。指定取り消
しの理由は、ほとんどが診療報酬の不正請求だった。
（１２/２４MEDIFAXより）

女性の７割「接種したい」／子宮頸がん予防
ワクチン
　厚生労働省の「望まない妊娠防止に関する総合的
研究」班（分担研究者＝北村邦夫・日本家族計画協
会家族計画研究センター所長）は１月７日、２０１０年
９月に実施した調査について、７割の女性が子宮頸
がん予防ワクチンを接種したいと考えているとの結
果（速報値）を公表した。
　調査の結果、０９年１２月から接種が始まった子宮頸
がん予防ワクチンについては、全体で６２.７％、男性
では４２.５％、女性では７８.４％が認知していた。女性の
回答者でワクチンを「接種したい」と答えた人の割
合は７１.３％だった。一方、相手にワクチンを接種し
てほしいかどうかを男性に聞いた結果、７２.０％が「接
種してほしい」と答えた。
　調査では、緊急避妊法の認知度が３０.０％と高いこ
とも分かった。緊急避妊ピルは１２月２４日に薬事分科
会で承認を受けたばかり。
　研究班による「男女の生活と意識に関する調査」
は２年ごとに実施しており、今回で５回目。１６－４９
歳までの男女３０００人を対象に実施し、１５４０人（男性
６７１人、女性８６９人）から回答を得た。平均年齢は男
性３３.８歳、女性３４.５歳だった。
（１/１１MEDIFAXより）

月平均残業、他省庁の２倍以上／厚労省職員
　厚生労働省は１月７日、霞ヶ関国家公務員労働組
合共闘会議残業実態アンケートの結果を公表した。
厚労省職員の月平均残業時間は全体平均３２.８時間の
２倍以上だった。組合別の月残業時間は、旧労働省
が７３.４時間でトップ、旧厚生省が７１.７時間、続く経済
産業省が４５.９時間だった。

　この結果を受け厚労省は、職員の勤務環境の改善
に向けて、年次休暇の取得を促進させるとの方針を
発表した。年次休暇を取得しやすくするため▽すべ
ての職員が事前に希望する休暇予定日を登録する
「年次休暇の事前指定制度」に基づき管理者が業務を
調整する▽勤続５年目、１０年目など、節目の年には
１週間以上の連続休暇の取得を促進する―など、国
家公務員法に基づく細かな運用方法を独自に定め
る。早ければ１月中にも詳細を決定し、職員に周知
する予定だ。（１/１１MEDIFAXより）

公立病院、０９年度に４割が黒字化／総務省の
調査
　総務省は１２月２４日、公立病院改革プラン実施状況
（９月末現在）の調査結果について、病院事業を実施
する６３７団体のうち、９９.７％に当たる６３５団体９０４病院
が公立病院改革ガイドラインに基づくプランを策定
したと公表した。策定団体は、都道府県では奈良県
を除く４６団体、市町村では広島県神石高原町を除く
５８９団体だった。
　３月末の調査では策定病院数は９２８病院あったが、
その後、プランを策定した病院が７病院ある一方で、
診療所化や民間譲渡などで３１病院が減少し、９月末
現在では９０４病院となった。
　９０４病院のうち、２００９年度の経常収支について、
３１.０％の２８０病院が黒字化するとのプランを示して
いたが、今回の調査で０９年度決算では４０.８％の３６９病
院が黒字化していたことが分かった。また、ガイド
ラインの目標年度となる１１年度に黒字化を見込む病
院は、６９.５％の６２８病院だった（プランでは６５.５％の
５９２病院）。
　０９年度に再編・ネットワーク化計画を策定した病
院は７９病院（８.７％）、策定を予定していない病院は、
１０９病院（１２.１％）だった。０９年度から１０年９月にか
けて経営形態の見直しを実施した病院は、１１０病院
（１２.２％）ある一方、実施を予定していないとした病
院は、１７８病院（１９.７％）あった。
　都道府県では公立病院などの再編・ネットワーク
化の推進計画・構想を策定済みとした団体が３６団体
で、１０年度策定予定が５団体、１１年度以降策定予定
が６団体だった。（１２/２７MEDIFAXより）

人工透析医療費、年間１７５０億円／協会けんぽ
が推計
　全国健康保険協会は、２０１０年４－８月の電子レセ
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プトを基に推計した人工透析に関する分析結果を公
表した。協会けんぽ加入者に占める人工透析患者の
割合は０.０８９％なのに対し、協会けんぽの医療費総額
に占める人工透析に関連する医療費（調剤費も含む）
の割合は３.４％で、年間１７５０億円に上るとしている。
　協会けんぽ加入者の人工透析患者数は約３万１０００
人。加入者数に占める割合は男女とも九州地方で高
い一方、山形、富山、愛知各県では低い傾向が見ら
れる。
　人工透析関連医療費が加入者の医療費総額に占め
る割合が最も高いのは沖縄県で５.２％、最も低いのは
秋田県で２.７％だった。
　電子レセプトのみを集計した場合、入院、入院外
を合わせた患者１人当たりの平均人工透析関連医療
費は月額約４７万９０００円。入院は約８１万４０００円、入院
外は腹膜透析が約４４万７０００円、腹膜透析以外が約４０
万９０００円となっている。
　協会けんぽは分析結果を今後の保健事業などで活
用したいとしている。（１/７MEDIFAXより）

「当直翌日勤務の緩和」進まず／日産婦、大学
病院を調査
　日本産科婦人科学会（日産婦）は１２月１１日、理事
会後の会見で、「当直翌日勤務の緩和」が実現できて
いる大学病院は２０１０年７月時点で１７病院で、０９年調
査時点の１８病院より減少するなど、大学病院の産婦
人科勤務医の労働環境の改善が進まない実態を明ら
かにした。同学会は０８年から大学病院の「当直翌日
の勤務緩和」について毎年、調査しており、１回目
の０８年調査では１４病院だった。医療改革委員会の海
野信也委員長（北里大産婦人科学教授）は「当直翌
日の勤務緩和を導入しても、継続が難しく、取りや
めた施設もあり、明らかに増加傾向とはいえない」
と述べ、ほぼ横ばいで推移しているとの解釈を示し
た。
　分娩ごとの手当については、１０年７月時点で大学
病院１０６病院のうち４８病院が支給していた。０８年は１４
病院、０９年は３２病院だったことから、分娩手当の支
給については増加傾向となっている。海野委員長は
「大学病院の本院だけで見ると４４病院で、過半数の本
院が分娩手当を支給している。国や県の補助金のほ
か、診療報酬改定ごとのハイリスク分娩管理加算の
増額などが後押ししている」と述べた。
　一方、時間外勤務手当については、「なし」が２３病
院、「一部支給」が４８病院で、「完全支給」は１５病院

にとどまった。時間外手術でも、「手当てが支給され
ていない」が４８病院に上り、「支給されている」は３７
病院だった。海野委員長は「まだまだ始まったばか
りという感じだ」と述べた。（１２/１４MEDIFAXより）

医師の事務作業、１日平均２時間５７分
　医師の１日の事務作業時間の平均は２時間５７分
で、最も負担だと感じている作業が「保険会社様式
の診断書の作成」や「紹介状の返書の作成」である
ことが、新医療施設開発振興財団助成「医師と医療
関係職種の役割分担を推進するためのオーダリング
システムのアーキテクチャ再構築」研究班（研究代
表者＝瀬戸僚馬・東京医療保健大医療情報学科助教）
の調査で分かった。
　瀬戸氏らの研究班は、徳島県が緊急雇用対策事業
の一環として行っている「医師事務作業補助者導入
推進事業」の実施病院のうち７病院に勤務する医師
１８７人にアンケート調査を実施。６３人から回答を得た
（回収率３３.７％）。
　医師の１日の事務作業平均時間は２時間５７分で、
主な事務作業は「外来診療録の記載（２３.２分）」「退
院サマリーの作成（２０.１分）」「紹介状の作成（１９.５分）」
「紹介状の返書の作成（１７.７分）」「保険会社様式の診
断書の作成（１２.６分）」だった。研究班は調査結果に
ついて「医師にとって事務作業が大きな負担になっ
ており、その軽減が急務であることを顕著に示した
結果となった」としている。
　また、医師事務作業補助者に委譲したい事務作業
について聞いたところ、医事課経験者には「レセプ
トに添付する症状詳記の作成」、病棟・外来クラーク
経験者には「外来診療録の作成」、病院未経験者には
「診療録・画像検査結果などの物的整理」などを委譲
したいとの声が多かった。（１２/１４MEDIFAXより）
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医療ツーリズム「医療崩壊に拍車」／保団連・
政策部長談話
　保団連は１２月１４日付で、政府が進める医療ツーリ
ズムについて「医療崩壊に拍車を掛ける」とする政
策部長談話を発表した。「医療の国際交流（医療ツー
リズム）は、旅行代理店など営利企業が、富裕外国
人に狙いを定めて日本に誘致することになる」とし
て政府によるバックアップを“行き過ぎ”と指摘。
「利潤追求のための患者の選別などが危惧され、わが
国の医師不足や地域医療崩壊の現状に拍車が掛か
る」とした。（１２/１５MEDIFAXより）

２０１１年度税制改正大綱について談話発表／保
団連
　菅内閣が１２月１６日に２０１１年度「税制改正大綱」を
閣議決定したことを受けて、保団連は、１２月２０日、
会長談話を発表した。談話では、この大綱について、
「総じて大企業・大資産家には減税を行う一方で、庶
民には増税を強いるもの」であり、消費税増税を明
示するなど、「内需低迷」「財政危機」を一層深刻化
させる内容と指摘。国民に開かれた税制論議に基づ
いて、大企業・大資産家に応分の負担を求め、国民
には減税を行うよう、『１１年度税制改正大綱』の見直
しを求めている。
　さらに、談話では、具体的な問題点について、次
のように指摘している。内需低迷下で、法人税の実
効税率を５％引下げる方針は、企業の内部留保の増
大に終わるだけであり、「大綱」で強調する「デフレ
脱却と雇用拡大」上も有効といえない。また、消費
税について、「社会保障」のためとして「１１年半ばま
でに」増税案を取りまとめる方向を示しているが、
今回の法人減税の財源捻出につながるものだと批判
した。

「新薬加算」の撤廃求め厚労省に要請／保団連
　保団連と全日本民主医療機関連合会は共同で、１２
月１６日、「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」（「新
薬加算」）の即時撤廃を求める厚労省要請を行った。
保団連から三浦清春政策部長、小薮幹夫同小委員、
全日本民医連から廣田憲威事務局次長ら６人が参
加。厚労省側は保険局医療課や、医政局、医薬食品
局の担当課から６人が対応した。
　清原宏眞保険局医療課長補佐は要請に対し、「『新
薬加算』は製薬企業に体力をつけさせ、適応外薬解
消の促進と革新的な新薬の創出を加速させることが
目的。国民のメリットや製薬企業の取り組みを評価
し、恒久化の是非を中医協で検討し、２０１１年１２月頃
に決める」と回答した。
　要請団からの「製薬企業には体力がないとの認識
なのか」との問いに厚労省は、「体力がないことはな
い」と回答。これに対し「『新薬加算』は産業政策が
強すぎる。体力が削がれている医療機関に原資を回
すべき。公的医療保険を守る視点で対応を」と強く
訴えた。
　また、要請団は、「薬価改定以降の医薬品の流通は、
高値での見積もりが多いなど、『新薬加算』の恒久化
を前提に動いている」と実態を指摘。さらに、「新薬
開発や治験の評価は数年かかる。試行期間が長引く
ことがないようにすべき」と述べた。
 

 

　記事文末に（MEDIFAXより）と記載しているものは、 
契約に基づき株式会社じほう発行の「MEDIFAX」より転
載・一部改変を許諾されたものです。 
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第１３９号２２

　最初にお断りしておかねばなり
ませんが、この原稿は９月１日に
書いています。参院選敗北を受け
て、菅政権に批判を強めていた小
沢一郎が、すったもんだの末、代
表選に立候補し、菅直人と小沢の
一騎打ちが確定した段階です。読
者が本誌を手にするときには結果
がすでにわかっているので、香り
の抜けたコーヒーを飲まされるよ
うなものですが、今回は、あえて
このテーマを選んでみました。多
くの関心を集めているだけでなく、
この対立と 帰  趨 のうちに、今後の

き すう

日本の政治の方向を占う重要な問
題が含まれているからです。

 

　今回の小沢の立候補には、いく
つかの疑問が湧いてきます。第１
の疑問は、民主党内の主立った議
員連中は言うまでもなく、マスコ
ミも集中砲火とも言える反小沢キ
ャンペーン、とりわけ「政治とカ
ネ」の問題に焦点を合わせた小沢
批判を展開しているのはなぜか、
という問いです。第２は、菅と小
沢は、いったい何が対立している
のかという疑問です。首相の座を
めぐる権力争いには違いありませ
んが、その背後に政治路線、政策
の対立はあるのか、あるとすれば
それはどんな対立なのか、という
問いです。まず今回はこうした疑
問について考えてみましょう。
　なぜ小沢バッシングがこれだけ
すごいのか、という問いに関連し
て一番の疑問は、小沢の「政治と
カネ」疑惑については以前から分
かっていたのに民主党議員もマス
コミも今まで逆の対応をしてきた、
それがどうして今回は？　という
疑念です。しかも、そもそもこう
した小沢の横暴を許してきたのは
民主党そのものなのに、マスコミ

も菅首相もそのことにはひと言も
ふれようとしません。
　今回、小沢の政治とカネについ
て何一つ新しいことがわかったわ
けではありません。政治とカネ疑
惑は、２００９年の春、小沢が党代表
の時代、西松建設の献金に絡む大
久保秘書逮捕から始まりました。
その時点で小沢が代表を辞任すべ
きことは明らかであり、秘書の訴
追とともに、離党、議員辞職をす
べきであったにもかかわらず、民
主党は党ぐるみで小沢擁護に回っ
たのです。マスコミも決して決然
と批判したわけではありませんで
した。今年の冬、小沢秘書だった
石川知裕議員らの逮捕時にはさら
にエスカレートしました。すでに
鳩山政権になっており、鳩山民主
党はれっきとした政権党であった
にもかかわらず、「検察権力対小
沢」論、「検察暴走論」がテレビの
ワイドショーを 跋扈 ・席捲したの

ばっこ

は記憶に新しいところです。国民
は今と同様、８割近くの人が小沢
は幹事長を辞めるべきだと答えて
いたにもかかわらず、民主党内で
は菅も仙谷も岡田も腰の引けた発
言に終始していました。ところが、
今回の大合唱です。どうしてこん
な変節が起こったのでしょう？
　結論を言えば、今年の正月と現
在では政治状況に大きな変化があ
り、それがマスコミさらには菅ら
の反小沢大合唱を生んだのです。
変化の１つは鳩山政権から菅政権
に代わり、小沢が権力の地位から
脱落したこと、第２はそれと 相  俟 

あい ま

って、財界・アメリカが小沢に見
切りをつけ、菅政権支持に回った
ことです。特に露骨なのは財界で
す。
　財界は菅政権が登場するやいち
早く支持声明を出し、また、参院
選で民主党が大敗したときも即座

[一橋大学名誉教授]
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盟と構造改革の枠を踏み破ろうと
したことに対して、財界やアメリ
カの期待に応えて、政権を保守の
枠組みに復帰させることを目的に
登場したのが菅政権でした。菅政
権がいち早く普天間の辺野古移転
支持、法人税率引き下げ、消費税
税率引き上げを謳ったのは、保守
回帰宣言だったのです。それに対
して、国民は不信任を突きつけた。
権力奪還をねらう小沢がそれを見
逃すはずはありません。小沢は、
消費税引き上げに反対し、普天間
も見直すと言って登場したのです。
「またぞろ改革が遅れる」、これが
財界・アメリカの苛立ちと危機感
であり、マスコミも気分は一緒、
構造改革を停滞させてはならない
と、小沢つぶしに乗り出したわけ
です。菅は財界に迎合して、国民
に否定されたばかりの消費税の引
き上げを、代表選で改めてもち出
しています。菅が勝っても、政治

が前進するどころか、構造改革の
路線が大きくすすめられることは
明らかです。では小沢が勝てばい
いのか？　とんでもありません。
　今、日本の政治の今後をめぐっ
ては３つの方向が対抗しています。
第１は構造改革の道、第２はそれ
に反対し、旧来の自民党型利益誘
導型政治の道、そして第３がその
どちらでもない福祉国家型の道で
す。小沢は、旧い利益誘導への道
を主張しています。しかも小沢は
財界やアメリカの圧力を受けて、
利益誘導に構造改革を滑り込ませ
始めてさえいます。民主党内では
今、第１の道と第２の道が激突し
ているのです。民主党内に第３の
道を担う勢力が小さいことが、
菅・小沢対決を生んだのです。
　次回はこの点を少し詳しくみて
みましょう。

に菅政権存続支持を打ち出しまし
た。選挙翌日、日本経団連は「揺
るぎない信念を持って」消費税引
き上げにとりくめ、自民党も「超
党派」で政権に協力しろ、と激励
したのです。代表選にあたっても
露骨に菅支持を表明しています。
菅政権はこの支持に支えられて居
座り、小沢切りを遂行したのです。
では、財界は「政治とカネ」問題
に愛想が尽きて、小沢不支持とな
ったのでしょうか？　とんでもあ
りません。あの汚職とカネまみれ
の自民党政権を一貫して支えたの
は財界でした。
　ではなぜ？　それは今度の対立
が「政治とカネ」をめぐる対立に
あるわけではないことを示唆して
います。アメリカが鳩山、さらに
は小沢に強い不信を抱きそれを表
明しているのは、普天間、日米同
盟をめぐる小沢の態度がはっきり
しないからです。さらに、財界が
小沢不信を露骨に表明しているの
は、小沢が、０９マニフェストの公
約通り消費税率引き上げに反対し
ているからです。大企業法人税率
引き下げ、消費税率引き上げに初
めて言及した菅とは大違いです。
財界は、小沢が構造改革路線に熱
心でないどころか、それにブレー
キをかけようとしていると判断し
たのです。許すわけにはいかない、
と。

 

　菅vs.小沢の対立は、保守支配層
が進めてきた日米軍事同盟の強化
と構造改革をめぐる激しい路線対
立を含んでいるという点をみるこ
とが重要です。小泉政権以来、自
公政権が一貫して進めてきた構造
改革と軍事大国化の路線に対する
怒りの声を受けて登場した鳩山政
権が、国民の期待に応え、日米同

わたなべ・おさむ
１９４７年生まれ。専門は政治学、憲法、日本近代政治史。
著書に『新自由主義か新福祉国家か―民主党政権下の日
本の行方』（共著、旬報社）、『憲法９条と２５条・その力
と可能性』（かもがわ出版）、『構造改革政治の時代―小
泉政権論』（花伝社）、『憲法「改正」―軍事大国化・構
造改革から改憲へ』、『安倍政権論―新自由主義から新保
守主義へ』（旬報社）ほか多数。

クレスコ編集委員会・全日本教職員組合編集
月刊『クレスコ』10月号より転載（大月書店発行）
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資料1
介護保険法等の一部を改正する法律案（仮称）のポイント

　厚生労働省は１２月２４日に、介護保険法等の一部を改正する法律案（仮称）のポイントを公表した。これは、現時点で厚労
省が想定している改正すべきポイントであり、今後変更がありうる。
　改正案では、「医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく、有機的かつ一体的に提供する『地域包括ケ
アシステム』の実現」を目的としている。
　具体的には、①医療と介護の連携強化等②高齢者の住まいの整備や施設サービスの充実③認知症対策④保険者が果たすべ
き役割の強化⑤介護人材の確保とサービスの質の向上⑥介護保険料の急激な上昇の緩和―があげられ、その改正方針が示さ
れている。

■ 厚生労働省　２０１０年１２月２４日 ■
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資料２
京都府国民健康保険広域化等支援方針

　京都府は２０１０年１２月２７日、「京都府国民健康保険広域化等支援方針」を策定・公表した。
　同方針は、１０年５月１９日公布の改正国保法（医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する
法律）により策定するもので、都道府県サイドからの市町村国保の都道府県単位化に向けた支援方針を定めたものである。

■ 京都府　２０１０年１２月 ■
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資料３

シンポジウム
私たちの要望　真の地域包括ケアを実現するために

　協会が２０１０年１２月２３日に開催した「医療・福祉・介護シンポジウム　国がすすめる地域包括ケアを考える」において、発
表した要望事項。地域包括ケア体制構築が、真に高齢期の在宅生活を支え、地域を再生するものとなるには、国・地方自治
体の公的責任が必要と強調している。

■ 京都府保険医協会　２０１０年１２月２３日 ■

シンポジウム　私たちの要望

真の地域包括ケアを実現するために
２０１０年１２月２３日
京都府保険医協会

　国の社会保障審議会・介護保険部会がまとめた「介護保険制度見直しに関する意
見」（２０１０年１１月３０日）は、現在のシステムでは介護ニーズを支えきれない事例をあ
げ、「地域包括ケアシステム」確立の必要性を打ち出した。地域で医療・介護・福祉
関係者が連携して高齢期の暮らしを支える必要性に異論はない。しかし、「地域包括
ケアシステム研究会報告書」（２０１０年３月）に示された構想をそのまま受け入れるこ
とは出来ない。なぜなら、そこには国が医療保険制度・介護保険制度ともに、制度
の財政的持続可能性を第一においた給付抑制を念頭にその構想を組み立てているか
らだ。真の地域包括ケアを確立するためには、高齢者・住民のケア保障のためにど
のような制度が必要かを出発点にして、将来像を展望すべきであり、財政論優先の
議論自体が誤りであることを最初に指摘したい。

医療費適正化策（＝医療費増加抑制策）
　１９８０年代以降、国は医療保険への国費支出抑制に向けた医療費適正化策を追求し
てきた。その内の１つは、保険制度改定を通じた「適正化」である。老人保健制度
創設・廃止や後期高齢者医療制度はもちろん、介護保険制度も例外でない。介護保
険制度導入は社会福祉のあり方を根本的に変えると同時に、「医療」である訪問看護
やリハビリを医療保険の枠外へ追いやることで、医療費抑制を果たそうとするもの
だった。
　２つめが、供給体制見直しを通じた「適正化」である。第１～５次医療法改正
（１９８５年～２００８年）での都道府県医療計画の導入、特定機能病院や療養病床群の制度
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化、地域医療支援病院制度創設、療養病床・一般病床創設、４疾病５事業の医療連
携体制など、それらは「医療機関の機能分化」と「ネットワーク化」で「効率的な
医療提供体制」を通じた、供給体制面からの医療費抑制の側面があった。国の「地
域包括ケア構想」がその延長線上にあるのは明らかで、医療・介護の供給体制を一
体的に見直すものである。「介護保険制度の見直しに関する意見」は、「制度の持続
可能性」を地域包括ケア体制と並ぶテーマに掲げており、「給付抑制」がそのねらい
の本質であることを示している。この事実を抜きにして、国の地域包括ケア構想を
議論することは出来ない。

地方自治体の福祉・保健衛生行政の変質
　国が医療・介護給付の抑制策を進める一方、地方自治体の福祉・保健衛生行政の
劇的な変質が進んできた。
　１つは、保健所法廃止・地域保健法施行である（１９９７年）。保健所は、住民の健康
権・環境権保障を担い、直接住民に接するプライマリ・ヘルス・ケアの実践機関と
しての役割を果たしてきた。しかしこれらの法改正は、保健所を事務的管理機関に
置き換え、保健サービスの実施をマンパワーや財源の保障を十分にしないまま、市
町村にその責任を担わせることになってしまった。
　２つめは、介護保険制度導入である（２０００年）。施行以降、高齢者福祉を担当する
自治体ケースワーカーの数は激減し、老人福祉が高齢者と介護サービス事業者の契
約に委ねられ、市町村は「介護保険」の枠組みに即して高齢者に関わるようになっ
た。
　３つめは、特定健康診査・特定保健指導の導入である（２００８年）。従来の老人保健
法に基づき、市町村が実施してきた基本健康診査が廃止され、各医療保険者が将来
の医療費増を防ぐための特定健康診査・特定保健指導に代わった。これにより、市
町村は地域住民の健康実態把握のためのツールを失ってしまった。
　以上のように、今では老人福祉施策でも保健衛生施策でも、地方自治体が住民・
高齢者と直接に関わり、健康保障のためのサービス提供を行うことがほぼ皆無と
なった。国の「地域包括ケア構想」が、こうした地方自治体の「実施責任」の後退
状況を回復できるのかの評価も、見落としてはならない。

真の地域包括ケア体制実現のために－「生活のケア」実現を見据えて－
　介護保険創設以降、「ケア」の捉え方が狭くなった。介護保険で提供されるサービ
スのほとんどは、排泄・食事・入浴と言った基礎的な生活行為に関するものである。し
かし本来、「ケア」とはそれのみを指すわけではない。高齢であっても、障害者で
あっても、それぞれの人に適した「文化的で潤いのある生活」、「社会参加できる環
境」が保障されるなど、その人らしく生きるために必要なケア＝「生活のケア」の
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実現を目指す視点こそ、地域包括ケア体制の実現には必要である。もちろん、その
視点に立てば、対象者と共に生活するその家族への支援策もそこには含まれる。
　それゆえに、そもそも国が「介護保険制度」の枠内だけでこの問題を検討してい
ること自体が不十分・不自然で、それでは本来の体制実現は不可能である。地域包
括ケア構築に向けた論議は、介護保険制度とその財政の枠を超えて行われるべきと
考える。

「生活のケア」保障の財政・人的な責任は国が、その実現は地方自治体が
　介護保険制度の枠を超えて地域包括ケアの実現を考える場合、国・地方自治体・
事業者・住民の役割をあらためて見直す必要がある。
　国の「地域包括ケア研究会報告書」は、「自助」「互助」「共助」「公助」の有機的
な連携を進め、それを実現するとしているものの、「公助」の果たす役割は示されて
いない。また、本来「公助」であるはずの医療保険・介護保険等の「社会保険」さ
え、「共助」と位置づけていることは到底理解できない。
　医療機関や介護事業所、社会福祉協議会等が医療・福祉活動の連携を進める方向
性は間違っていない。しかし、「生活のケア」保障はナショナルミニマム保障であり、
地域、場所等によって、保障されるサービス水準に違いがあることは原理的に許さ
れないし、事業者や地域住民のみにその責任を任せてはならない。
　地域包括ケア実現に向け、人的・財政的保障は国がその義務を負い、その実施に
ついては、地域住民に最も身近な行政がその要となる義務を負う。この原則を確認
した上で具体的な地域包括ケア体制構築の議論を行うべきである。

地域包括支援センターが役割を十分に果たしうる当面の改善策
　国の地域包括ケア構想は、地域包括支援センターを要と位置付け、医療機関・介
護事業所・住民福祉活動のコーディネート機能を期待する。しかし、現状ですらセ
ンターは、少人数で膨大な業務をこなし、本来求められている地域支援事業に力を
発揮しきれていない。また、「委託方式」のセンターは、民間事業体でありながら
「地方自治体そのもの」の性格と多大な責任を負わされ、一方、権限は限定的である。
　当面、第一義的に必要な人員・財政の抜本改善を求める。
　そして、高齢者に関するほとんどすべてを、センターの役割と責任に転嫁してい
る現状を一刻も早く解消する必要がある。地方自治体がセンターに対し必要な情報
提供を行うことはもちろん、困難な事態には、人権保障の観点から積極的に関与し、
必要に応じて介入することを求める。

医療・介護・福祉関係者の専門性重視と、住民福祉活動の発展を可能とする体制を
　地域医療に従事する医療者や介護サービス事業者は、単なる事業者ではなく、地
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域福祉の実践主体であり、地域における生存権・健康権保障、即ち人権保障の担い
手である。
　介護保険財政の枠にしばられ、とりわけ要介護認定における区分支給限度額、対
象者の財政負担能力の限界等によって、専門性に基づく必要なサービス提供が妨げ
られるようなことがあってはならない。専門性による判断を担保する仕組みがあっ
てこそ、「生活のケア」は実現可能となる。
　然るに、「地域包括ケア研究会報告書」は、例えば地域医療を担う医師の役割を
「急性期に特化」するとしてその専門性を縮小するとともに、看護師や介護福祉士の
業務範囲を拡大する方針を打ち出しているが、これは専門職の業務範囲に関する議
論をおろそかにしたまま、給付抑制の手段のために論じるべき課題ではない。
　２４時間の定期巡回型訪問介護・訪問看護の制度化は、今回の見直しの目玉である。
しかし、誰もが在宅を望むわけでなく、誰もが在宅療養が可能であるわけでもない。
「地域包括ケア研究会報告書」の示す２０２５年の姿では、終の住処型の老人福祉施設は
廃止され、「ケアつき住宅」に位置づけ直されている。それは特別養護老人ホームを
はじめとした老人福祉施設が培ってきた、まさに２４時間・３６５日の全人的介護である
施設ケアの専門性が、完全に否定されていることになり、これを認めるわけにはい
かない。
　また、住民福祉活動－住民の助け合いや見守りは必要である。しかし、地域のつ
ながりは長年にわたる国の政策の下、多くのところで崩れている。この現実を無視
し、機械的に「社会的資源」と位置付けることが正しいこととは思えない。地域包
括ケアの議論は、そもそも地域自体を再生するためのビジョンとしての議論でもな
ければならないと考える。

保健所や福祉事務所機能の再生
　かつて、保健所や福祉事務所は、地域の医療・福祉関係者、そして、住民と連携
して、充分ではなかったとしても、高齢者や障害のある人たち、子どもたちの生活
や療養を守り、支える要になっていた。
　将来的には、地域に子ども、高齢者、障害のある人たちを支える「公的な」拠点
が置かれ、住民に寄り添った医療・介護・福祉・保健衛生施策のセンターが創設さ
れることが必要であると考える。
　そして当面は、保健所・福祉事務所が地域包括ケア構築に向け、地域包括支援セ
ンターを支え、共同する立場で、高齢者をはじめとしたこれらの諸問題に積極的に
取り組む機能を再生するよう求めたい。
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アンケート
「医業類似行為について」　集計結果

　２００９年１１月に行われた事業仕分け第１弾で「柔道整復師の療養費に対する国庫負担」が仕分けの対象となり、「柔道整復
師の３部位請求に対する給付」は見直すとの結論が出され、それを受けて２０１０年６月以降に順次柔道整復療養費の算定基準
が見直れました。今回仕分けの対象となった「柔道整復師の療養費」は、２００７年度で３３７７億円と推計されています。
　その額は、柔道整復師の急増もあってか国民医療費の伸びを上回って増えています。また、不自然な保険請求が行われて
いるとの指摘や、審査機関の機能が十分でないとの指摘もなされています。
　こういった医業類似行為の現状と課題について考えるために、２０１０年４月に協会代議員を対象に、８月に会員整形外科医
を対象に同じ質問項目でアンケートを実施いたしました。

※両アンケート結果の概要は、京都保険医新聞第２７７３号（１月２０日発行）に掲載しておりますのでご参照下さい。

■ 京都府保険医協会　２０１１年１月 ■
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２０１０年度　第１２回　２０１０年１２月１４日
【特別討議】
１．各部会上半期報告
　　△担当＝各部会副理事長
２．下半期重点活動方針
　　△担当＝関理事長
３．ＩＴ戦略本部「新たな情報通信技術戦略」の

問題点
　　△担当＝鈴木副理事長（保険部会）

【各担当部報告】
〈総務部会〉
１．週間行事予定表の確認
２．今週の医療情報
３．第１回全国事務局長会議（12月６日）状況
４．保団連近畿ブロック事務局長会議（12月10日）
状況

５．新規開業未入会会員訪問（12月10日）状況
６．文化講演会「アロマテラピー講座－アロマで

元気に美しく－」（12月11日）状況
〈経営部会〉
１．第３回保団連共済制度運営委員会（11月28日）
状況

２．知っておきたい医院のための雇用管理講習会
（12月９日）状況

〈政策部会〉
１．2010年度第３回保団連地域医療対策部会（11
月27日）状況

２．2010年度保団連地域活動交流集会（11月28日）
状況

３．保団連近畿ブロック反核平和部事務局会議
（12月３日）状況

４．福祉国家と基本法研究会「幹事会」（12月８
日）状況

〈保険部会〉
１．京都府生活保護医療個別指導立ち会い（11月

22日）状況
２．京都府生活保護医療個別指導立ち会い（11月

30日）状況
３．第４回医事担当者連絡会議（11月27日）状況
４．医療事務担当者向け講習会（11月27日）状況
５．保険審査通信検討委員会（12月３日）状況

【部会報告】
１．各部会（12月７日）状況と決定事項確認の件

〈総務部会〉
①地区医師会との懇談会の日程及び資料確認
②地区医師会長との懇談会で出た意見・要望の検
討

③第180回定時代議員会の準備確認
④第64回定期総会の会場確認
⑤各種選挙日程の確認
⑥協会忘年会の出席確認
⑦理事者・事務局新年会の出席確認
⑧メールプリンター購入の確認
⑨10月分収支状況の報告
⑩11月度会員増減状況の報告
⑪新規開業会員・非会員訪問状況の報告
⑫新規開業医のための基礎講習会の内容確認
⑬保団連第３回組織部会の出席確認
⑭コミュニケーション委員会開催日の検討
⑮文化講演会「アロマテラピー講座」状況報告
⑯京響メンバーによるサロンコンサートの開催確
認

⑰第９回文化講座の開催確認
⑱文化ハイキングの開催確認
⑲第５回ＩＣＴ検討委員会の開催確認
⑳地区・専門医会会報等の収集及び回覧

〈経営部会〉
①地区医師会との懇談会の日程及び資料の確認
②上半期部会報告の確認
③融資斡旋利率表の確認
④休業補償制度関連の確認と検討
⑤保険医年金関連の確認と検討
⑥医師賠償責任保険関連の確認と検討
⑦保団連消費税増税反対署名集約の確認
⑧アミス事業関連の確認と検討
⑨税制改革の動向についての情報提供

〈医療安全対策部会〉
①地区医師会との懇談会の日程及び資料の確認
②2010年11月度医事紛争状況報告
③2010年度医事紛争状況中間報告
④全国における医事紛争状況報告
⑤上半期部会報告の点検
⑥医療安全シンポジウムの運営確認
⑦処理室会開催日の確認
⑧部会懇親会の開催確認
⑨山形県保険医協会機関誌での宣伝確認
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⑩ＤＶＤ等、出版物の広告掲載の確認
⑪「エムスリー」サイトへの掲載確認

〈政策部会〉
①地区医師会との懇談会の日程及び資料の確認
②12月の主なスケジュールの確認
③「人体の不思議展」開催中止を求める運動の確
認

④「地域包括ケア」について考えるシンポジウム
運営確認

⑤京都市急病診療所廃止問題への対応の検討
⑥今後の取り組み全般の確認と検討
⑦会員意見・実態調査結果報告
⑧「医業類似行為について」アンケート結果報告
⑨情勢報告の骨子案の確認
⑩決議案の検討と確認
⑪出版関係の確認
⑫保団連近畿ブロック会議の出席確認
⑬国保広域化でどうなる学習会の開催確認
⑭介護ウェーブ2011実行委員会加盟の確認
⑮エコキャップ運動の確認
⑯反核・平和の取り組みの確認
⑰調査・アンケートの結果の確認と報告
⑱環境対策関連の取り組みの確認
⑲ポリオの会からの要請についての検討
⑳「子どものいのちと健康を守ろう！元気フェス
タin京都」企画の検討
嬰メディパック発送日の確認
影社団法人日本てんかん協会京都府支部からの依
頼の確認

〈保険部会〉（12月３日開催）
①地区医師会との懇談会の日程及び資料の確認
②上半期部会報告の確認
③新点数・診療報酬改善対策の確認と検討
１）新点数関連出版物
２）岩手県保険医協会主催「在宅医療点数説明

会」への講師派遣
３）診療報酬改善対策委員会の開催

④医療ＩＴ化問題対策の確認と検討
１）医療ＩＴ化問題検討会の今後

⑤社保対策の確認と検討
１）レセプトの点検
２）リハビリ及びリハビリ施設対策
３）専門医会長との懇談会の開催

⑥公費負担医療対策の確認と検討
１）京都府の福祉医療制度に係る京都府の動向

⑦審査、指導、監査対策の確認と検討
１）2010年度審査に関するアンケート
２）指導に関する相談
３）新規開業医に対するレセプトチェック、新

規個別指導の模擬実施
４）中央法律事務所との勉強会の開催
５）保団連近畿ブロック会議総会での個別指導

等対策学習会の開催
６）保団連『保険医のための審査、指導、監査

対策―日常の留意点』編集作業への事務局
派遣

７）保団連『保険医のための審査、指導、監査
対策―日常の留意点』説明会の開催

⑧医療施設問題対策の確認と検討
１）施設基準適時調査関係
２）医療事務担当者向け研修会の報告
３）入院中の他医療機関受診について

⑨研究会関係の確認と検討
【各担当部議事】
〈総務部会〉
１．前回理事会（11月30日）要録と決定事項の確認
２．乙訓医師会との懇談会（12月６日）状況確認

の件
３．第７回正副理事長会議（12月９日）状況確認

の件
４．全国会長・理事長懇談会（12月12日）状況確
認の件

５．2010年度10月分収支月計表報告状況確認の件
６．メールプリンター（宛名刷機械）の買い換え

の件
７．11月度会員増減状況
　　△2010年11月30日付会員数＝2,530人
８．会員入退会及び異動に関する承認の件
９．京響メンバーによるサロンコンサート開催の

件
〈医療安全対策部会〉
１．医療機関側との懇談の件

〈政策部会〉
１．保団連10～11年度第11回理事会（12月５日）
状況確認の件

２．「人体の不思議展」の告発状提出（12月９日）
状況確認の件

３．『京都保険医新聞』（第2769号）合評の件
〈保険部会〉
１．2010年11月度国保合同審査委員会（11月24日）
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状況
２．レセプト点検実施の件
　　　《以上１６件の議事について承認》

２０１０年度　第１３回　２０１０年１２月２１日
【特別討議】
１．下半期重点活動計画
　　△担当＝関理事長
２．上半期総括報告（案）
　　△担当＝増田副理事長（総務部会）
３．情勢報告（案）
　　△担当＝垣田副理事長（政策部会）
４．決議（案）
　　△担当＝政策部会

【各担当部報告】
〈総務部会〉
１．週間行事予定表の確認
２．今週の医療情報
３．第５回ＩＣＴ検討委員会（12月16日）状況
４．新規開業医のための基礎講習会（12月11日）
状況

〈経営部会〉
１．雇用管理相談室（12月16日）状況

〈医療安全対策部会〉
１．医療機関側との懇談（12月14日）状況
２．法律相談室（12月16日）状況

〈政策部会〉
１．2010年度保団連第３回公害環境対策部会（12
月12日）状況

２．環境対策委員会（12月17日）状況
〈保険部会〉
１．京都腎臓病患者協議会との懇談会（12月13日）
状況

２．京都府生活保護医療個別指導立ち会い（12月
13日）状況

３．2010年度第４回保団連社保・審査対策部会（医
科・歯科合同）（12月19日）状況

【各担当部議事】
〈総務部会〉
１．前回理事会（12月14日）要録と決定事項の確認
２．１月中の会合等諸行事及び出席者確認の件
３．各部会開催の件
４．保険医協会事務局福利厚生に係る職員旅行実

施の件
５．会計半期収支点検の件
６．2010年度11月分収支月計表報告状況確認の件
７．会員入退会及び異動に関する承認の件
８．「skype」の利用（参加）促進のお願いの件

〈医療安全対策部会〉
１．第273回関西医事法研究会への出席の件

〈政策部会〉
１．反核医師の会新年学習懇親会開催の件
２．子どものいのちと健康を守ろう！元気フェス

タin京都の開催の件
３．『京都保険医新聞』（第2770号）合評の件

〈保険部会〉
１．近畿厚生局管内社保担当者会議への出席の件
２．第５回医事担当者連絡会議開催の件
３．保団連『保険医のための審査、指導・監査対

策－日常の留意点』改訂版第一次事務局編集
会議・作業参加の件

４．指導・監査・処分取消訴訟支援ネット、保険
医への行政指導を正す会合同世話人会への参
加の件

　　　《以上１６件の議事について承認》
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２月のレセプト受取・締切
14日㈪

労
災

10日㈭9日㈬
基金
国保 ◎◎○

※○は受付日、◎は締切日。
　受付時間は午前９時－午後５時です。
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2月の相談室
担当＝坂本建築士２月９日（水）午後２時～医院・住宅

新（改）築
担当＝三井生命のＦＣ
　　　（ファイナンシャルコンサルタント）２月１７日（木）午後１時～ファイナンシャル
担当＝莇弁護士２月１７日（木）午後２時～法 律
担当＝本宮社会保険労務士２月１７日（木）午後２時～雇 用 管 理
担当＝木谷税理士２月２３日（水）午後２時～経 営

開催日の３日前までに協会事務局へお申込み下さい。３０分間無料です。

地区医師会とのとの懇談会ののご案内
場　　所時　間地　　区開催日

下京西部医師会事務所午後２時３０分下京西部医師会との懇談会２０１１年２月３日㈭

福知山市中央保健福祉センター懇談会：午後４時
懇親会：午後６時綾部・福知山医師会との懇談会２月５日㈯

京都エミナース（銀閣の間）午後２時３０分西京医師会との懇談会２月１５日㈫

山科医師会診療センター午後２時山科医師会との懇談会２月１７日㈭

ホテルフジタ奈良懇談会：午後４時
懇親会：午後６時相楽医師会との懇談会２月１９日㈯

懇談会：吉翠苑
懇親会：吉翠苑

懇談会：午後３時１０分
懇親会：午後４時３０分与謝・北丹医師会との懇談会２月２６日㈯

京田辺市保健センタ－午後２時３０分綴喜医師会との懇談会３月５日㈯
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今日、私たちが直面する医の倫理にまつわる課題は多様に深化しています。
医療者と患者さんを取り巻く現場で、今何が起こっているのか、
みなさんとともに学びたいと思います。

講 演 会

医学・医療に関わる倫理について考え医学・医療に関わる倫理について考えるる
～「人体の不思議展」開催中止運動をきっかけとして～

2011/2/20 sun
14:00 ～ 16:30（開場13:30）
ハートピア京都3Ｆ大会議室
京都市中京区竹屋町通烏丸東入る南側

●報告　「京都展開催にあたっての取り組みについて
　　　　～『人体の不思議展』を考える京都ネットワークより～」
　　　　小笠原 伸児 氏（弁護士・京都法律事務所）

●講演　「人体の商品化と人間の尊厳 　
　　　　『人体の不思議展』反対運動をきっかけに考える　」
　　　　末永 恵子 氏（福島県立医科大学講師）
●フロア発言・意見交換
　　　　指定発言　「戦争と医の倫理　731 部隊にもふれて　」
　　　　　　　　　若田　泰 氏（京都民医連中央病院病理医）
　　　　　　　　　「人体の不思議展を見た医師として」
　　　　　　　　　渡邊賢治 氏（肛門科　渡邊医院院長）

共催●京都府保険医協会　京都府歯科保険医協会（予定）
後援●「人体の不思議展」を考える京都ネットワーク
お問い合わせ●（京都府保険医協会）京都市中京区七観音町637　第41長栄カーニープレイス四条烏丸6Ｆ
TEL●075-212-8877　　FAX●075-212-0707　　e-mail●info@hokeni.jp

北大路通北大路通

今出川通今出川通

丸太町通丸太町通

御池通御池通

四条通四条通

阪急阪急 京阪京阪
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参加費無料
要申込
定員120人
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